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-国家との関連を中心に-

序

数年前わが国では, 『帝国主義論』 50年, 『資本論』 100

午,あるいは「明治百年」を記念する諸行事がなされ,そ

のおのおのがもつ歴史的意味がいろいろなかたちで議論

された。しかし, 1868年に第1回大会をもち1968年に

その100年祭を祝ったイギリス労働組合会議(Trades

Union Congress)のもつ歴史的意味については,わが国

においてはもちろんのこと,イギリス本国ですら,ほと

んど問題とされることなしに終った　TUC自体も, 100

年史の解説写真集(Birch [3])を出版しただけで, 1世

紀にわたる自己の歴史の理論的総括をしていない。また,

イギリスの労働史学界でも簡単なTUCの通史(Lovell

and Roberts [20])が出版されただけで, TUG 100年史

のもつ歴史的意味については本棒的な議論がなされなか

った　TUC100年史の意味を問うことはそれほど無価

値なことなのだろうか。私にはそうは思えない。以下に

その論拠を略述しよう。

周知のようにイギリスにおける資本主義の発展史は,

たんにイギリス一国にとってだけ特殊な意味をもつもの

ではなく,資本主義発展史の理念型を構成するさいの不

可欠な研究対象とされている。イギリス資本主義発展史

は,それがもつこのような重要性のゆえに,多くの歴史

家によって研究されてきた。だが従来の研究においては,

資本主義の発展史はややもするとそのまま資本の発展史

と同一視され,資本主義発展史が賃労働の発展史でもあ

るという視点が片隅に追いやられてしまう傾向がみられ

る。資本主義発展史の本質が資本の発展史において把握

されるものであることは言うまでもないが,しかしそれ

にもかかわらず,資本の発展史との関連において質労働

の発展史を舶巴握することなしには,十全な資本主義発

展史像は構築されえないO　しかも,資本主義発展史のも

う一つの構成部分である「土地所有」の発展史が,とく

に封建社会から資本主義社会への移行にとって重要な意

味をもつのにたいして,賃労働の発展史が,とくに資本

主義社会から社会主義社会への移行にとって重要な意味

をもっていることを考慮するならば,資本,土地所有,

貸労働という三者のからみあいのなかで質労働がどのよ

うな運動形態をとるかということを究明することは,と

くに現代資本主義社会の歴史的把握にとって不可欠であ

ると言えよう.しかもそのさい,マルクスの経済学体系プ

ランとの関連で述べれば,賃労働を資本と土地所有との

関連で把握すると同時に,さらにそれら3着を総括するも

のとしての国家(Zusammenfassung der bilrgerlichen

Gesellschait in der Form des Staats.マルクス『経済学

批判・序説』)との関連で貿労働を把握することが重要と

なる.とくに国家独占資本主義の時期と規定される現代

の問題関心からすれば,この問題はことさら重要な課題

として提起されよう。ところで,この問題を究明するに

さいして, 「独占」概念とならんで, 「労働の社会化」と

いう概念がとくに重要な意義をもっている.マルクスは,

『資本論』第1巻,第24草,第7節「資本制的蓄積の

歴史的傾向」において, 「資本独占は,それと共にまた

それのもとで開花した生産様式の桓桔となる。生産手段

の集中と労働の社会化(die VergeselJschaftung der

Arbeit)とは,それらの資本制的外被と調和しえなくな

る時点に到達する。この外被は粉砕される。資本制的私

有財産の最後の時が鳴る。収奪者たちが収奪される。」

と述べ,資本制的生産様式を死滅に導く主要契機として

「生産手段の集中」と「労働の社会化」という2契機を

あげている。

この間題を帝国主義研究の重要な課題としてさらに発

展させたのはレーニンであった。すでに別稿1)で詳論し

たように,彼は, 「独占」研究を発展させただけではな

く, 「労働の社会化」という概念についてもまたその帝

国主義段階における特殊性を究明した。レーニンは,帝

国主義の死滅性を明示する2大契機として, 「資本主義

から生じる独占」と「帝国主義による労働の大がかりな

社会化」 (ruraHTCKoe o606w,ecmβJienue TpyAa HMne-

pHajII13MOM)とをあげる2)。 「帝国主義による労働の大が

かりな社会化」とは,まず第一義的には,資本の集積.

1)富沢賢治「レーニンの『労働貴族』論」, 『経済研

究』22巻1号。

2) 「帝国主義と社会主義の分裂」, 『レーニン全集』
大月書店, 23巻, 114ページ。
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集中およびそれを基礎とする独占の成立に対応する貸労

働の集中およびそれを基礎とする賃労働の組織化を意味

するものと思われる。ところで,独占が,生産力視点か

らみれば社会主義社会の基礎をなすとはいえ,生産関係

視点からみれば労働者階級にたいする抑圧の強化として

現われるという二重性をもつように, 「帝国主義による

労働の大がかりな社会化」もまた二重の性格をもつと言

えよう。すなわち,貸労働の組織化は,帝国主義を死滅

に導くための労働者階級の組織化を意味すると同時に,

とくに資本の側からすれば,帝国主義体制にふさわしい

形態に貸労働を組織化することをも意味する。レーニン

は,この後者の問題,すなわち,帝国主義段階における

資本による貸労働のブルジョワ的組織化の問題を,労働

運動における日和見主義の問題として重要視し,これに

ついておよそつぎのように述べている。

労働組織の体制内化をはかるために,労働運動の指導

部を買収して,それを内部から堕落させる土とが「20催

紀の労働運動にたいする全社界のブルジョワジー全体の

政策」となる3)。独占の獲得する「帝国主義的超過利潤」

が小ブルジョワジーと労働者階級との一定層を買収する

経済的可能性を生みだす。これを基盤にして, 「労働貴族

の層のブルジョワジー側への経済的離脱が成熟,完了し」,

さらにその政治的組織形態としての「ブルジョワ的労働

者党」が「すべての帝国主義にとって不可避となり,輿

型的」となる4)。買収された層は, 「労働運動の内部にお

けるブルジョワジーの兵の手先,資本家階級の労働担当

副官,改良主義と排外主義の真の伝達者」として機能す

ることによって, 「ブルジョワジーの主要な社会的支柱」

となる5)0

このようにレーニンにおいては, 「帝国主義による労

働の大がかりな社会化」とは,ただたんに帝国主義を死

滅に導く主体的力としての質労働の組織化を意味するだ

けではなく,帝国主義による賃労働の体制化をも意味し

ていると思われる。だからこそレーニンは, 『帝国主義

諭』の最終部分において,帝国主義論全体の総括を行な

い,そこから析出された重要な結論として, 「帝国主義

と労働運動における日和見主義との結びつきの事実」を

上くに強調して, 「帝国主義との闘争は,それが日和見

3) 「日和見主義と第2インタナショナルの崩壊」,坐

集, 21巻　459ページ。

4) 「帝国主義と社会主義の分裂」,全集, 23巻, 124

-5ページ。

5) 『帝国主義論』独仏版序文,全集, 22巻, 223ペ
ーVa

主義にたいする闘争と不可分に結合されないなら,一つ

の空虚な虚偽の空文句にすぎない」と主張したのであろ

う6㌔　レーニンはまた,帝国主義段階における労働運動

の歴史法則として,労働運動内における日和見主義と反

日和見主義という「二つの傾向の闘争」をあげている

が7),この労働運動内における「二つの傾向の闘争」の基

盤も,上記の「帝国主義による労働の大がかりな社会

化Jのもつ二重性にあるものと思われるO

マノレクスとレーニンとが提起する上述のような理論的

枠組みのなかでTUC史研究がもつ意義は巨大である。

本稿全体が論証するであろうように, TUC史は,賃労

働と国家との関連, 「労働の社会化」,労働運動における

「二つの傾向の闘争」という理論的問題を究明するうえ

で不可欠な一つの歴史的典型例を提示する　TUC史が,

イギリス独自の特殊性・個別性を反映していることは言

うまでもない。しかしそれにもかかわらず,イギリスで

は労働組合がかなり同質的であり,しかもほとんどの組

合がTUCに組織され,複数の全国中央組織をもたない,

等の理由により, TUC史は,資本主義社会における労

働組織発展史の一つの典型例として,上述の問題究明の

た糾こ不可欠の研究対象をなすのである,

本稿は,とくに賃労働と国家との関連という問題を重

要視しつつ, 「労働の社会化」と労働運動における「二つ

の傾向の闘争」とL、、うテーマが, TUC史のなかでどの

ように展開されるかを追究することを目的とするもので

ある。このような問題意識と視点からして,本稿の記述

は,通史的記述ではなく,問題史的記述とならざるをえ

ない。本稿の課題は, TUC史にたいして上述の問題視

角からする一定の時期区分をなし,各時期の特質を明ら

かにすることに限られる。その意味で本稿は,将来書か

れるべき本格的なTUC史のための一つの序説をなすに

すぎない。

[ I ] TUCの成立と初期の活動(1868-75)

1.成立史

TUC成立前にもイギリスには労働組合の全国的連合

体をつくろうとする試みが多くみられたが,いずれも組

織としては短命に終った　TUCがはじめて労働組合の

全国組織として長期間存続しえた。その社会的基盤はな

にか　TUC成立史の主要な課題がここにある。以下,

この社会的基盤とTUCの成立に導いた直接的契機およ

6)同上, 349ページ.

7) 「帝国主義と社会主義の分裂」,全集, 23巻124
ページ。
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び個人的動機について略述しよう・

TUCの存続を可能にした社会的基盤としては∴1850

年代から60年代にかけての「新型組合」 (new model)

の発展と主要都市における労働組合協議会(Trades

Councils)の発展とをあげることができる。

「新型組合」の典型は, 1851年に成立した合同機械

工組合にみられるが,この組合は,高額の組合費を徴収し,

その支出のほとんどを疾病給付,退職年金,葬儀給付な

どにあてる共済組合的性楯の強い組織であった8)。基金

の大部分はロンドンの常任書記に集中され,書記はこの

強い財政基盤にたって全国的指導力を発揮した。この合

同機械工組合を手本にしてつぎつぎに成立した「新型組

脊」は,従前の諸組合の闘争主義を否定したその友愛協会

的性格のゆえに,いずれも強大な組合に発展していった.

「新型組合」の発展と同じ時期に労働組合協議会の発展

がみられた。すでに1850年代に若干の都市で労働組合

協慈会が成立していたが, 1860年のロン'ドン労働組合協

議会の成立は,それがロンドンにおける既存の労働組合

運動の大部分を代表し,そしてまたロンドンが多くの全

国的規模の大組合の本部所在地でもあったといtう点で意

義深い。しかもこのロンドン労働組合協議会を支配した

のが全国的規模の大合同組合の書記たち,いわゆる「労

働組合界の非公式の内閣」として機能した「ジャンタ」

(ウェッブ)であった。彼らの政策は,組合基金への食込

みを避けるために,ストライキにたいして保守的態度を

とり,可能なかぎり労使間の調停を支持する点に,その

特徴がみられた。このロンドン労働組合協議会をみなら

って1860年代に各地で労働組合協議会が設立された。

「新型組合」と労働組合協議会の発展にともなって,

組合運動の指導者たちは組合運動の法的承認を要求しだ

した. 40年代末のチャーティスト運動の挫折以来とら

れてきた非政治的運動の方針は廃棄され,彼らは再び政

治的要求をかかげて運動を組織しはじめたのである。し

かしながら40年代の政治運動が体制批判的傾向を内包

していたのにたいして, 60年代のそれは,体制内での組

合運動の市民権要求の運動であるという点で, 40年代の

それとは異質の政治運動であった。 60年代の組合の法

的地位は主従法(Master and Servant Law)によって規

定されていた。主従法によれば,契約違反のさい雇用主

8)合同機械工組合の1851-89年の支出をみると,
疾病,葬儀,失業,老齢退職等の共済扶助料2,987,993
ポンドにたいして,ストライキのための支出は,その3

%弱にあたる86,664ポンドにすぎなかった(Hutt [14]

pp.25-6.邦訳, 30ページ,参照)0
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はたんに民事訴訟の対象となるだけであるのにたしいて,

労働者は刑事犯扱いにされた。しかもストライキが契約

違反とみなされがちであったため,実質的な組合活動は

強い法的規制をうけていた。このような状況のもとで18

61年,グテスゴー労働組合協議会が,男子選挙権,主従法

改正のた釧こ全国的運動を舶戯Lはじ軌65年にはその

ための議会対策委員会が設置され,積極的な活動を開始

した。この運動形態は, 67年の選挙法改正が成功とみな

されたため,組合が組織する政治的な圧力団体の活動の

モデルとなり　TUCにひきつがれることになる。

こうして1850--60年代における「新型組合」と労働

亀合協議会の発展およびそれを基礎とする政治運動の開

始,これらがTUCの成立と存続の社会的基盤を提供す

ることとなる9)0

つぎにTUC成立の直接的契機潅考察しよう　TUC成

立の直接的契機をなしたのは, 1866年から69年にかけ

て生じた労働組合の法的地位にかんする危機状況であっ

た。すなわち, 1824年の結社禁止法撤廃以来,労働組合は

もはや非合法組織とはみなされなくなっていたにもかか

わらず,この法的承認を危くするような危機状況が66-

67年に,主としてつぎの三つの要因によって生じたの

である。第1に, 66-67年不況の結果,高賃金がイギリ

ス商晶の国際競争力を弱めているという視点から労働組

合にたいする非難がたかまってきた。第2に, 1866年

10月の爆破事件を頂点とする「シェフイーノレド暴行事

件」 (シェフィ-ルドにおける非組合員あるいはスト破

りにたいする粧し会員による暴力行為)の結果,労働組合

運動全体を対象とした調査を目的とする「労働組合およ

びその他の組織にかんする王立委員会」が翌67年に設

置され,この委員会の報告とそれに基づく立法措置に

よっては従来の紺合の法的地位が再び奪われかねない状

況が生じた。第3に,1867年1月の「ホーンビィ・クロ

ーズ事件」判決は,労働組合は「産業拘束を目的とす

る」ものであるかぎり普通法に照らして違法となる性質

をもつものであるという決定を下し,組合運動を危機状

態に追いこんだO　こうして66-67年には,全国の組合

9) TUC成立の基盤についての最近の研究としては,

飯田[16], Lovell and Roberts [20],参照。なお,

TUC史叙述にかんして本稿で利用しえた第1次資料は,

主としてTUCの年次報告書とその他のTUC出版物で

ある　TUC史も妄関連する歴史的事実と解釈については

本稿は,その多くを2次資料(とくにBirch[3], Cole

[6], Hutt [14], Lovell and Roberts [20], Pelling [23],

Roberts [24], S. and】∋. Webb [32])に負うている。
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指導者たちが一堂に会して労働組合運動の法的承認を得

るために対策をたでるべき時機が完全に熟したのである。

おりしもマンチェスター・サルフォード労働組合協議

会が,労働組合のための定期的な全国的集会を組織化し

はじめていたO　その直接的契機潅なしたのはシJ_フイ-

ルド労働組合協会(She凪eld Association of Organized

Trades)の書記であるドロンフィールド(W. Dron丘eld)

の全国社会科学振興会議(Congress of the National As-

sociation for the Promotion of Social Science)における

苦い経験であった。主として中産階級から構成されてい

たこの会議は1860年に「労働組合とストライキ」(Trade

Societies and Strikes)という報告書を発表し,労働組合

の社会的役割について検討する必要性があることを強調

し,それ以後の年次会議に組合役員を招いて報告をきい

ていた。 1865年の会議に招かれたドロンフイ-ルドは,

会員による激しい組合批判の報告のあとで組合を弁護す

る報告をした。だが彼の報告はその年の大会議事録に掲

載されなかった。これを不満とした彼は,この中産階級

の会議の方式にならって,労働組合が独白の全国的会議

をつくるべきだと緒論し,マンチュスター・サルフォ-

ド労働組合協議会の役員であるニコルソン(S.C.Nichol-

son)とウッド(W.H.Wood)とともに,その組織化のイ

ニシャテイヴをとることになったのである。

その後,若干の肝余曲折を経た後, 1868年6月2日か

ら6日にかけてマンチェスターで彼らが組織する会議が

開かれた(これがTUC第1回大会として後に記される

ことになる)。主として地方の労働組合協議会と北部の

労働組合を代表する34名の人がこの会議に参加したO

だがロンドンからはポッター(G.Potter)ともう一人の

小組合の代表が参加したにすぎず,ロンドン労働組合協

議会はこの会議をまったく無視した。実質的に全国的組

合組織として機能していると自負していたジャンタの支

配するロンドン労働組合協議会は,戦闘的組合主義の立

場からジャンタを批判していたポッターがこの会議を支

持しているところから,この会議が彼らに敵対する組織

になることを恐れたのであった10)。この会議では,労働

組合の必要性,労働組合と経済学,イギリス商品の国際

市場競争への労働組合の影響,等について報告と議論が

なされた。なかでも最重要議題となったのは,前記の王立

委員会と労働組合の法的地位にかんするものであった11)o

10)ジャンタとポッタ-派との対立は,労働運動にお
ける「二つの傾向の闘争」の初期的形態として,TUC成

立史にとって重要な意味をもっている(藤野[10],飯田

[16],参照)0
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実践的見地からの報告と議論がなされた結果　労働者階

級の共通利害に関連するすべての立法事項について全国

の労働組合が結束して行動しうるために,全国的規模の

労働組合会議を毎年開くことが望ましい,とする決議が

採択され,メ-ミンガム労働組合協議会に次回の会議の

組織が委託された。

2.初期の活動

1869年3月に発表され王立委員会の報告書は,主とし

てジャンタの活動によって,当初予想されていたほど組

合にとって不利なものではなくなっていた。同年8月に

開かれたTUC第2回大会では, 47名の代議員が出席し,

この報告書が勧告する労働組合法案を一層有利なものに

するために熱心に議論を重ねた。ロンドン労働組合協議

会からもオジャー(G. Odger)が参加した.この大会では,

大会開催費として参加団体から年会費を徴収するニーとが

きまり, TUCの組織化が進んだO次向の大会は,労働

組合法のための運動の重要性を考慮して,ロンドンで開

かれることになった。だが,第3回大会の組織を担当し

たロンドン労働組合協議会は,労働組合法案の議会審議

の時期まで大会を延期したので, 1870年には大会は開催

されなかった。政府の法案は,労働組合の通常活動を刑

事訴訟の対象としないことを明示したが,しかしピケッ

ティングにたいして強い規制がなされたた糾こ実質的な

ストライキ権は保障されないものとなった。このため,I

1871年2月に開かれた第3回TUC大会では,労働者側

の犯罪的意図を前提とした法案には反対であるとの決議

が採択され,議会対策のた糾こ恒常的活動をする議会委

員会(Parliamentary Committee)が設置され,ジャンタ

系の-ウノェル(G. H〔-ell)がその書記に選出された。議

会委員会の活動が効を奏して,同年中に,ピケッティン

グにかんする条項は労働組合法からはずされ,別に刑法

修正法として立法化され,そのためにTUCは,前者の

立法化に賛成し,後者の撤廃に努力を集中することがで

きるようになった。

労働組合法の成立は,ジャンタの組織としての解散の

主要な契機となり,その後は,ジャンタに代わって,

TUCの議会委員会が労働運動の議会対策の指導権をと

るようになった. 「新型組合」の有力な指導者たちは,

ジャンタといういわば一地方の私的集団をTUC議会

委員会という労働組合運動の公的機関のなかに発展的に

解消させていった。ジャンタは,TUCの第1,2回大会に

ll) TUC第1回大会については公式の報告書がない

ので,その詳細については　FrowandKatanka[9],

Musson [22],参照。
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はまだ批判的態度を示していたが　TUC側の歩みより

'もあったため,第3回大会には積極的に参加し,その後

TUCのリーダーシップをとるようになったのである。

第4回大会では,議会委員会は,刑法修正法の撤廃と

いう課題のほかにも,炭坑の安全保障,労働者災害保障,

等の立法化をはかるという課題を負わされ,その任務と

責任がさらに重大なものになっていった1874年の

総選挙ではマクドナルド(A. Macdonald)とバート(T.

Burt)が労働組合運動家として初めて議員に選出された。

二人とも自由党貝であったが(「自由-労働」汎Lib-

Labsの先駆)・マクドナルドは, 74年に置置された労働

組合にかんする王立委員会(主として主従法と刑法嘩正

法について審議)のなかで主従法と刑法修正法の撤廃を

主張した。こうして翌75年には,ついに主従法と刑法

修正法が撤廃され,その代わりに,雇用者および労働者

汰(Employers and Worl【men Act)と共謀罪および財産

保護法(Conspiracy and Protection of Property Act)が

成立し,暴力によらか、ピケッティングの合法性が明示

され,ストライキ権が確立されることとなった。とくに

The Master and Servant Lawの撤廃とThe Employers

and Workmen Actの成立は,その名称変更が示すよう

に,労使関係の近代化を法的に明示するものとなった.

1875年にはTUCの大会は1月と10月の2度開かれた

が, 10月の大会では,議会委員会は,いまや「解放の仕

事は十分かつ完全に果たされた」 (TUC [29] Oct. 187S,

p.5)と声明し, -ウェルもまた, TUCの存在は議会活

動にかんするかぎりその自然の生命を終えたと考え,普

記を辞任した。しかし,議会委員会は継続されることに

なり,ブロード--スト(H. Broadhurst)が新書記に選

出された。

3・小括

コール(G. D. H. Cole)は,労働組合が全国的規模で

主従法改正運動を開始した1864年から近代的労働法の

成立した1875年までの時期を総括して, 「以上の緊迫し

た11年間に・労働組合運動の公的地位は根底から変化し,

TUCが設立され,労働組合運動はほぼ近代の形態に近

いものとなった12)」と結論している　TUCは,まさに

このような歴史の流れのなかで誕生し,数年のうちに近

代的労働法成立運動の主役を演じるまでに成長したので

あるO　こpの時期のTUCは, 100年史というperspective

でみると,産業資本主義段階のTUCとして規定されう

る0本節がその考察対象とした1850-60年代は,イギ

12) Cole[6],p.197.邦訳, n, 106ページo
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リス資本主義の「黄金時代」であると同時に,イギリス

労働運動の「冬眠時代」 (F・エンゲルス)であった。 40

年代におけるチャーティズムの挫折以来,イギリス労働

運動史は,産業資本の「黄金」のわけまえにあずかる熟練

工の含国的組織(「新型組合」)の発展により特徴づけられ

るようになった。すでに「催界の工場」として丑界市場

支配を確立していた60年代のイギリス産業資本にとっ

て残されていた重要な課題は,労働組合運動を資本主義

体制のなかにどのようにくみこむかということであった。

1867年に設置された労働組合問題調査委員会は,歴史の

なかでまさにこの課題を担うものであり,それに対応し

て翌68年に成立したTUCは,この課題にたいする賃

労働の側からの一つの歴史的解答であった　TUCの成

立はこのような意味で,イギリス資本主義体制確立のた

めの最終的な仕上げであったと言えよう。われわれは,

その後のTUCと国家との関連の発展史において,一方

ではTUCが国家にたいしてその社会的承認を求軌他

方では国家がTUCを媒介に賃労働の体制内化を試みる

という過程を追究し,そうすることによって, 「国家と

いう形態における市民社会の総括」 (マノレクス)の歴史的

進展過程を,賃労働と国家の関連という側面から,み,る

ことができるのである。

つぎにわれわれは,上記のような状況で成立したTUC

がどのような基本的性格をもつものとなったかについて,

まとめておこう。

まず第1にTUCの議会主義的性格をあげることがで

きる　TUCは最初,労働組合の討論集会を意図して創

設されたにもかかわらず,第1回会議のときから労働運

動組織としての実践的性櫓を強くおびるようになり,寡

2,第3回会議では,組合法案が主要議題となり,第3

回大会では,労働組合運動の法的承認を主目的とする議

会委員会という恒常的機関が設置されるにいたった。こ

の議会対策のための機関としての性格は,その後1准紀

にわたるTUCの基本的健棒となるものであった。こう

してTUCの政策の基調は,体制内での法改正を主目的

とする改良主義,議会主議であり,その意味で国家と癒

着する強い可能性をその成立期から内包していたと言え
る。

第2に,ジャンタ派とポッター派との対立,あるいは

ロンドン労働組合協議会と地方の労働組合協議会との対

立,等にみられるように　TUCはその初期から対立関

係を内包するものであったO主流と反主流,右派と左汎

改良派と革新派,幹部と一般組合員,熟練労働者と非熟練

労働者,中央と地方,等種々の形態をとって現われるこ



January 1972　　　　　　　　　　　　　イギリス労働組合会議小史

れらの対立関係は,創設期以来TUC史の一大特徴をな

している。そしてこれらの対立関係は,帝国主義の成長

にともなって,レーニンのいわゆる労働運動内の「二つ

の傾向」の対立関係という性格を強くおびるようになる

のである。

第3に, TUCが,その名称が示すように,大工,印

刷工,機械工,等の諸職種(trades)の会議(congress)と

して組織されたことが,その後のTUCの組織の特徴を

なしている　TUCは現在にいたるもまだ詔組合の会議

としての性格が強く,その中央組織である総協議会の有

する梅根は非常に限定されている。また現在のTUC内

部では諸職種を内包する一般組合(general union)の勢

力が強く,そのために産業別組合組織という近代的組戯

形態の実現がいちじるしく阻害されている。

上述の3点にわたる初期のTUCにみられる基本的性

櫓がその後どのように展開していくかを明らかにするこ

とが,本稿におけるTUC史研究の主要な-課題となる.

[n] 「自由=労働」派指導下のTUC (1876-99)

1.自由党との癒着

1875年の立法措置により,創設期の主要目標が達成さ

れた後のTUC諸大会に-は創設期にみられた緊張した空

気はもはや見出せなくなる.その後1880年代末に「新

組合主義」が従来のTUCの「新型組合」的政策にゆさ

ぶりをかけはじめるまでの毎年の大会は,政府の個々の

労働政策,労働立法にかんする議会対策のための労働組

合役員の会議にすぎなくなった13)。しかもTUCはその

議会対策を有効なものにするた糾こ自由党に密着してい

った　TUC議会委員会書記のブロード--ストは, 「新

組合主義」のインパクトにより1890年にその職を辞す

るまで,自由党と密接に協力することにより,TUCを強

力な全Eg的組織につくりあげていった。すでに1874年

の総選挙で2人の「自由=労働」派議員が誕生していた

が, 1880年の選挙ではブロード-ースト自身が当選し,

自由党議員となり,さらに1885年の選挙では「自由=

労働」派議員は11名に増加した1886年に成立した自

由党政権は,ブロード--ストとバートを政府要職につ

けたほか,機械工組合役員のバーネット(J. Burnett)普

商務省に新設した労働局の要職につけ,彼に労働問題を

担当させた。

ブロード--ストをはじめとするTUCの「自由=労

働」派指導層は,労働者階級独自の政党をつくることに

13) S. and B. Webb[32], pp.358-9.邦訳,下,

5ページ,参照。
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反対した1881年のTUC大会は,議会委員会にたいし

て労働者候補を支援するた糾こなんらかの組織的手段を

講じるこ,とを委託したにもかかわらず,その後議会委員

会はなんらの具体的措置もとらなかった.翌82年の

TUC大会では,議員基金創設の動議がだされたが否決

されてしまった。同様の動議が84年と85年の大会でも

だされたが,いずれも可決されなかった,1886年にTUC

が設置した労働選挙委員会は,やがて労働選挙協会と改

称して独立の団体となったが,この協会の目的は,自由

党の公認を得て労働者候補の選挙運動を支援することで

あ-たOしたが-て千の組織は,独立の労働者候補を支

援せず, 1895年に解体するまで,独立の労働者政党創設

の機運に反対しつづけた14)

1875-90年のブロード--スト書記長時代のTUC議

会委員会の活動は概して低調であり,主要な成果として

は,職務上の傷害と死亡にたいする補償を規定した雇用

者責任法(Employers Liability Act)の立法化(1880年)

と84年の選挙法改正とをあげることができる程度であ

る。

2. 「新組合主義」のインパクト

1873年に始まるいわゆる「大不況」の時期に,イギリ

スでは社会主義運動の復活がみられたが, 80年前半まで

・はその影響はTUC大会では表面化しなかった。しかし

ブロード--スTが自由党内閣の内務次官に任命され

た1886年になると, TUC内部に従来の自由党支持にた

いする批判が現われはじめ,同年の大会では, 8時間労

働日立法化,土地国有化,資本主義批判等の社会主義的

諸問題が提起されるにいたった。さらに1887年と88年

の大会では,ケア・-ーディが自由党と癒着したブロー

ド--ストを非難する動議を提出した。これらの問題提

起は,プロ-ド--ストの操作により,いずれもたくみ

にはぐらかされてしまったが, 1889年の「新組合主義」

の高揚が決定的にTUCに衝撃を与えることになった。

非熟練労働者の組織化はすでに80年代中頃から始った

が, 88年のロンドンのマッチ女工のストライキの成功,

89年のガス労働者の8時間労働日の獲得とドック労働

者の賃上げストライキの成功等の後, 89年から90年に

かけて「新組合主義」の戦闘的運動が全国的に広がって

いったO　しかもこれらの活動を社会主義者が支援したこ

とが「新組合主義」の-特徴をなした。新組合は,雇用

形態のいかんを問わず広範な層に組合加入をよびかけた

ため,一般組合(general union)という組織形態をとる

14) Cole[6], p.231.邦訳, n, 1/0ページ,参照。
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ものが多かった.組合員の多くが非熟練・低賃金労働者

だったので組合費は低かったo　しかも新組合の政策は,

共済給付よりは,むしろ激しいストライキ戦術により雇

用者の譲歩をかちとることを目的とするものであった。

政府にたいしてはとりわけ8時間労働日立法化を要求し

た。また,地方自治体での活動を重要視したために,

1889年から91年のあいだに各地に約60の新しい労働

組合協議会が設立され,その数が倍加された。

TUC内ではとくに8時間労働日立法化要求をめぐっ

て「自由=労働」派と「新組合主義者たち」とのあいだ

の対立が激化した。しかし, 1890年9月のTUC大会で

は,この8時間労働El立法化要求の決議が.193票対155

票で採択されるにいたった.しかも,この決議をはじめ

として,この大会で採択された60の決議のうち4・5の決

議は,国家と地方自治体にたいして労働者保護を要求す

る非自由主義的なものであった。こうしてTUC内の自

由主義者たちの主張は挫折をみることになり, 8時間労

働日立法化要求に強く反対してきたブロード--ストも

書記を辞任することになった。だが,これによってTUC

の主流を社会主義者たちが占めることにはならなかった。

新書記に選出されたフェンウイ,ツク(C.Fenwick)は,ブ

ラッドストン的自由主義政策の熱心な支持者であり, 8

時間労働日茸法化の反対者であった。また議会委員会の

構成員も従来どおりほとんど「旧組合主義者たち」から

なっていたのである。

1893年の独立労働党の錆成は,さらに社会主義者の勢

力を拡大し,しかも,地方の労働組合協議会の支持をうけ

た独立労働党が,これらの組織を通じてTUCを支配す

る可能性が強くなってきた。これに対抗するために,議会

委員会内の「旧組合主義者たち」は, 1894年に　TUC

規則を改訂し, TUCの構成員を労働組合貝に限定し,

採決方法としてブロック投票制をとることにきめ, 95年

の大会にさっそく新規則を適用した。その結果, TUC

の創設者とも言うべき労働組合協議会はTUCから排除

され,さらにブロック投票制により,大会出席の代議員

1名が1票を行使するという従来の方式が廃止され,代

議員が代表する組合員1,000人につき1票が与えられる

という新方式が採用されることになったので, 95年以後

の大会では,多くの組合員をもつ大組合がTUCの支配

権を握るようになったのである。

「新組合主義」は当然のことながら,雇用者側にも影

響を及ぼし, 90年代になると彼らは新しい労働運動の波

に対抗するた桝こ雇用者団体を結成しはじめた1890年

には船主経営者連盟, 1896年には機械産業経営者協会連
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盟が結成されたほか, TUCの議会委員会に対抗する組織

として経営者議会臨議会(1860)が設立された。また「ス1、

破り」労働者を供給する組織として全国自由労働者組合

(1893)が設立された1897年,合同機械工組合が8時間

労働日獲得のために争議にはいったときに,さっそく機

械産業経営者協会連盟が介入し,全国的なロック・アウ

トを宣告した,1897年7月から翌年1月にわたるこのイ

ギリス労働運動史上はじめての全国的規模の大争議は,

組合側の敗北に終り, 8時間労働日要求は取りさげられ

た。しかし,このストを契機に,組合相互間のストライ

キ資金援助を目的とする組合連合を結成しようという構

想が生まれた,1897年のTUC大会は,この構想を認め

る決議を採択し,その結果, 1899年1月に,労働組合総同

盟Ge　　′1 Federation of Trade Unions)が結成された。

「新組合主義」のインパクトは国家にもおよんだ。

1889年のドック・ストライキを頂点とする不熟練労働

者による争議の問題を主として調査するために1891年

に設置された王立労働問題委員会は, 94年に報告を発表

し,その勧告に従って, 96年には調停法(Conciliation

Act)が立法化された。この法律により,商務省の労働

局は,争議のさい,労使の要求により,調停者・仲裁者

を任命する極限を与えられることとなった。この立法措

置は,争議にたいする国家の介入への傾向を示すものと

して注目に値する15)。

3.小括

1868-75年のTUCが組合運動の法的承認を目的とし

ていたとすれば, 1876-99年のTUCは75年に獲得さ

れた組合運動の法的承認をさらに社会的承認にまで拡大

し,雇用者側からも承認を得ることを目的としていたと

言えよう。そのためにTUCの指導者たちは,自由党内

に入りこみ, 「自由=労働」派形を成していった　G.D.

H・コールによれば, 19世紀末には, 「広範囲の労働者

の上層が,習慣や生活の仕方において下層の中流階級に

同化し」,また「労働組合の指導者になるということは

尊敬すべき職業となった16)」のであるが,それだけにま

た,労働者階級の上層と一般労働者とのあいだの対立関

係と労働運動内における「二つの傾向」の対立関係が顕

在化してくる。

15)飯田鼎「イギリス労働抱合の現状(1)-　いわゆ

る『ドノヴァン報告』 (Royal Commission on Trade

Unions and Employers'Associations, 1965-1968, Chair-

man: The Rt. Hon. Lord Donovan)の紹介と分析を中

心として-」, 『三田学会雑誌』 63巻10号, 58ページ,

およびRoberts [24], p.156,参照。

16) Cole[6], p.271.邦訳, n, 240ページ。
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TUC史においては1890年の大会が労働運動内におけ

る「二つの傾向」の対立関係を明示する。ウェッブ夫妻

やG.D.H.コールが,この大会における社会主義の勝

利を強調しているのにたいして, H・ぺリングは, TUC

の指導部とその政策に重大な変化がみられなかったこ

とを論拠に,ウェッブ夫妻とコールによる解釈を批判し

ているIT)。この解釈の相違は,おそらくは,ウエ`ッブ夫

妻とコールがTUC内における「新組合主義」の動き

に,ぺリングがTUC指導部の動きに,それぞれ注目し

ているという彼らの視点の相違から生じているものと思

われる。しかしながら,すでに述べたように, 1890年

大会で「新組合主義」が大きな影響力をもったことは事

実であり,しかもそれにもかかわらず, TUC指導部と

その政策に重大な変化がみられなかったということもま

た事実である。これらの事実を解釈するさいに重要なこ

とは,どちらかの一面だけを強調することではなくて,

この帝国主義段階への過渡期において,労働運動におけ

る「二つの傾向」の対立が顕在化してきたという視点か

らこれをみることである。この「二つの傾向」の対立と

いう視点は, TUC史解釈にとって,とくにこの時期に

かぎられず,重要であり,この視点を欠いてのTUC史

叙述は一面的で平板なものにならざるをえないO

このような視点からみると, 「新組合主義」がTUC指

導部,資本家階級,および国家に与えたインパクトはま

さに重大なものがあったと評価せざるをえないO　このイ

ンパクトをうけて, TUC指導部はTUCの規則を改正

して社会主義的潮流の排除をはかり,資本家階級はつぎ

つぎと雇用者団体を結成し,国家もまた労使関係への介

入の姿勢を示しだしたのである。これらの事実は,労働

運動がすでに自由主義段階から帝国主義段階への移行を

開始したことを示す。労働運動の帝国主義的編成, 「帝

国主義による労働の大がかりな社会化」に伴う労働運動

組織の再編庇　という視点からみると,これらの事実は

まさに,労働配合運動の「自由-労働」派的組織形態に

限界がきたことを示すものであった。帝国主義段階への

移行につれて,質労働の政治的組織形態もまた, 「自由=

労働」派という産業資本主義段階に対応した形態から,

帝国主義段階に対応した形態-とメタモルフォーズし,

このような状況のなかから「自由=労働」派の揚乗とし

て労働党が成立するのである。

17) Pelling[23], p.271.邦訳, 119ぺ-ジ,参照。
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[Ⅲ]帝国主義段階初期のTUC(1900-18)

1.労働党の成立と自由党との連携

1899年TUC大会で,議会委員会が社会主義諸団体と

協同組合とともに特別合同会議を開いて議会への労働者

代表選出の画題を検討すべLとする決議が,賛成55万

雲,反対43万票で,採択された。この決議にもとづ

き1900年2月合同会議が開かれ,労働組合代表と社会

主義諸団体の代表(労働組合代表7名,独立労働党代表

2名,社会民主連盟代表2名,フェビアン協会代表1名)

からなる労働代表委員会(Labour Representation Com-

mittee)が創設された。この委員会の任務は,年次大会

を開き,基金を管理し,選挙にあたって労働者代表の候

補をたて運動を支援することであった。だが,この委員

会が, 1900年の総選挙に支出しえた選挙費の総額はただ

の33ポンドにすぎなかったO　このようにとてもいまだ

政党とは呼べないTUCと社会主義諸団体との混合組織

を近代的な労働者政党にまで成長させていった最大の契

機は,国家による性急な労働運動抑圧,すなわち1901年

7月のタフ・ヴェィノレ事件についての上院裁決であった。

1900年8月に生じたタフ・ヴェィル鉄道会社のストラ

イキのさい,同社は,経営者議会協議会に支持されて,

合同鉄道従業員組合にたいして,ピケッテイング活動を

理由に,損害賠償を要求したが,上院の裁決はこの要求

の正当性を最終的に認めるものであったO　この裁決によ

り,その後ストライキを組織することが非常に困難にな

った。この事態に対処するために,まずなによりも労働

代表委貝会の強化が必要とされた。その姑風　労働代表

委員会の加盟組合員は, 1900年には35万名にすぎなか

ったが,1903年の初めには85万名に増加した。さらに19

03年の同委員会の大会では,立候補者は自由党あるいは

保守党から独立すべきであるとする宣言が採択され,し

かも,労働者代表議員の俸給のための基金をふやすため

に加盟組合に強制的蘭金を割り当てることが決定された

ため,ここに独立の労働者政党の原則が確立されるにい

たった,TUCの議会委員会内には自由党から立候補する

者がいぜんとして残っていたが,これら「自由=労働」

派の立候補の調整については,労働代表委員会の書記マ

クドナノレド(R. MacDonald)が1903年に自由党の院内

幹事と秘密協定を結んだので,自由党とのあいだには大

きな混乱は生じなかった。

1905年にTUCは労働代表委員会と労働組合総同盟と

の3着調整機関として合同委員会(Joint Board)を設置

した。 1906年1月の総選挙の勝利(29議席獲得)の結鼎,
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議会内での実力を強化した労働代表委員会は労働党と改

称した1906年中に労働争議法が成立し,労働党はタ

フ.ヴェィノレ判決の破棄に成功した1909年には全英

石牌労働組合同盟が労働党に加盟した結果,同盟から選

出されていた議員は自由党から労働党に党籍を変更し,

最後の「自由-労働」派もここにその姿を消したのであ
る。

しかし, 「自由-労働」派の解体は,労働党が実質的に

も自由党から独立したということを意味するものではな

かったo 「自由-労働」派の発展形態としての労働党と

自由党との連携は実質的な意味で,さらに継続されるこ

とになった1905年に政権をとった自由党は, TUCと

労働党の支持を得るた糾こ, TUCと労働党の提起する

労働者福祉法案をつぎつぎに立法化していった。自由党

政権のもとで,労働争議法,労働災害補償法(以上1906

午),炭坑8時間労働法(1908年),老齢年金法,職業紹

介所法,貸金委員会法(以上, 1909年),国民保険法

(1911年),炭坑最低賃金法(1912年)等が成立した。し

かもこれらの法律の立法化とその施行にあたって政府は,

TUCの見解にとくに慎重な考慮をはらった。たとえば,

商務省長官W・チャーチルは,職業紹介所法の立法化に

あたってつねにTUCの議会委員会と交渉をもち,この

法律の施行のための委員にTUCの役員を任命した。こ

れは,その後とくに第1次大戦中に発展をみた政府と

TUCとの癒着の先駆的形態となった。また,大蔵大臣

ロイド・ジョージは, 1911年に健康保険・失業保険計画

の施行にあたって労働組合や共済組合を国家の制度を実

施する代行機関または「承認組合」とすることを認めた。

その結果「承認組合」の組合員数が急増し, TUC加盟組

合員数も, 1911年の166万から1914年の270万に増加

したoこうして従来の労働組合の共済給付機能が国家の

健康・失業保険計画に統合され,それに伴って労働者階

級の組織化が急速に進んだ(第1図参照) 0

{100万人)

研　　　究 Vol. 23　No. 1

自由党政府は上記のような福祉政策を実施し,労働党

との連携を強イ頼る一方,他方では労働党の急速な強化

を阻止するための手段を講じることも忘れてはいなか

った1909年のオズボーン判決にその典型例がみられ

るo合同鉄道従業員組合の-分会の書記オズボーン(W.

V. Osborne)が忠実な自由党貝として,同組合の労働党

への酸金を「法律上の越権」であるとする訴訟をおこし

たのにたいして, 1909年12月にその訴訟の正当性が上

院で最終的に確認された　TUCと労働党とはただちに

新法律制定のための運動を開始し, 1913年に上記の判決

をくつがえす労働組合法を成立させた。しかしながら,

この労働組合法によっても,政党への献金または党費徴

集のためには組合員の投票が必要とされ,さらに献金に

たいする個々の組合員の拒否権が認められたのである。

2・ 「労働不安」と第1次大戦

1910-14年の時期はイギリス労働史上一般に「労働

不安」 (labourunrest)の時期とされている.この「労働

不安」はイギリス社会の経済面にも政治面にも思想面に

も現われたが,このうち経済面における「労働不安」を

示す重要なメルクマールとしては,争議の件数,参加人

負,期間,労働損失日数をあげることができる。これら

の指標のうちとくに争議による労働損失日数は, 「労働

不安」の轟度を示す綜合的指標として,また資本主義社

会の生産力上昇にたいする労働者組織の影響力の程度を

示す-指標として,労働運動史の時期区分をするさいに

利用しうる重要な指標となる。このような見地から作成

した第2図が端的に示すように,前世紀末の10年間は

1893年の炭坑スト, 98年の炭坑ストと機械産業スト等

により,労働損失日数がかなり多かったが,今世紀初頭

の10年間は,タフ・ヴェィノレ判決や自由党政府の福祉

政策等の影響で(1908年の機械産業ストを除いて)労働

損失日数はまったく低くおさえられた。だが1910年か

ら事情が変化する。 1910年から26年にかけて労働損失

第1図　組合員数1)とTUC組合員数

組合買数

(年次)

資料組合員数についてはCommittee on Industry and Trade, Survey of Industrial Relations,1926, pp.283-4,およびCentral

statistical Office, Annual Abstract of Statistics, 1927-69. TUC組合員数についてはTXJC, Annual Report, 1970, pp. 844-6.
注1) Great Britain and Northern Irelandに本部をもつ総合の仝組合員数(年末)o
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第2図　争議による労働損失目数1)
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1890 1895 1900　1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970

資料: B. B.Mitchell and P. Deane, Abstract of British Historical Statistics, 1962, p. 71. Central Statistical O伍ce, Annual

Abstract of Statistics, 1927-69. Central Statistical Office, Monthly Digest of Statistics, No. 306(June 1971).
注1)当該年l軸こ始まった争議による労働損失日数1910年以前はGreat

them Ireland.

日数を示す線が,激しい高低を示しながら急上昇する。

そして谷間をなしている年が第1次大戦中(1914-18)と

労働党政権成立の年(1924)であるというのが,このグラ

フの特徴をなす。このことは, 1910年に始まり26年に

大挫折をみる17年にわたる労働攻勢の波が,第1回目は

戦争という手段により,また第2回目は労働党政権の時

期にと, 2度にわたり中断されていることを示している。

もちろんこのグラフからだけでそのように推論すること

は性急にすぎよう。しかし本稿の「序」で述べた問題視

角からすれば,このグラフから上述のような労働攻勢の

長期的波動を読みとることも可能となるのである。以下

本項では,この17年にわたる長期の労働攻勢の時期の

前半(1910-18年)を考察する。

1910-14年の「労働不安」の主要な原因としては,

経済的には物価上昇,政治的には社会主義の大衆化があ

げられる18> 1896年頃からの持続的な物価上昇の結果,

1900-10年の間に実質賃金の低下を強いられた労働者

たちは,景気上昇にともなって賃上げ攻勢を開始し,

1910-14年にストライキが頻発することになった.さら

にこの時期に一般労働者のあいだに社会主義が大衆化し

ていった。多くの労働者,とくに青年労働者たちは,自由

18) Lovell and Roberts [20], pp. 42-48, Pelling

[23], p.139.邦訳, 162-3ぺ-ジ,参照0

19) Lovelland Roberts [20], p. 42, Pelling [23],

p.139.邦訳, 163ページ,参照O

Britain and Ireland, 1911年以降はGreat二Britain and Nor一

党の従属機関に堕した労働党とそれに同調するTUC指

導部に失望し,トム・マンたちが組織するサンディカリ

ズムの運動にひかれていった19)。また1911年には,独

立労働党を脱退した左派の党員たちが社会民主連盟と提

携してイギリス社会党を結成した。 「労働不安」期の最

大のストライキは,ドック労働者を中心とする運輸労働

者のスト(1911),鉄道労働者のスト(1911),炭坑労働者

のスト(1912)であり,これら基幹産業における3大スト

(これは1914年の三角同盟結成の-契機となった)を中

心に全産業にわたる中小のストが頻発した。とくに1910

-11年には組合の非公認の指導者たちが組織するスト

が多くみられた。国家の側では,かつて商務省長官として

TUCと密接に協力して福祉行政をすすめたW.チャー

チルが今度は内務大臣として,港湾ストと鉄道ストに軍

隊を派遣し,スト弾圧に敏腕を振るったことが注目され

る。このスト弾圧は,彼にとっては, 1926年の「ゼネス

ト」弾圧の陣頭指揮をとるための予行演習ともなったの

である。

1912年のTUC大会ではサンディカリズム的見解がお

りこまれている2つの決議案が提起されたが,両者とも

香決され, TUC内でのサンディカリズムの勢力はここ

で決定的な挫折をみた.しかし1913年のダブリンでの

「ゼネスト」は,同年のTUC大会にも影響を及ぼし,

20) TUC[29], 1913, p.72。
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炭坑夫連盟組合長のスマイリー(R. Smillie)は, TUCが

ゼネスト構想を検討すべきときがきたことを強調した20)

実際,19.13-14年の冬にはゼネスト-の傾向を示す兆

候がみられはじめた。失業と生計費の上昇にともない労

資の対立が激化し,争議件数が増大した。月平均争議件

数は, 1908年,11年,13年とそれぞれ30伶73粍121

件と増大し, 13年後半から14年前半にかけては約150件

に激増した21)。ロンドンの建築労働者の争議は1914年

初頭から半年間におよぷロンドンのゼネラル・ロックア

ウトをひきおこし,全国的ロックアウトが準備された。

1914年3月にはト「リー・アルスタ-の薮乱により政

治上の一大危機が生じた。また同年6月には炭坑労働者,

鉄道労働者,運輸労働者が三角同盟(Triple Alliance)を

結成し,一組合のストライキにたいしては他の二組合が

同情ストを行なうことを約束した。さらに7月には,ウー

ルウ.ィッチの兵器廠でストライキが発生した.ウェッブ

夫妻が述べているように, 「イギリスの労働組合運動は,

実際のところ, 1914年の夏には,巨大な労働争議の革命

的な爆発の一歩手前までたかまっていた22)」と言えよう。

だが, 8月4日の対独宣戦布告がこの「革命的な爆発」

を阻止することになった　TUC議会委員会は, 8月中

に,労働党執行部,労働組合総連合運営委員会と三者会

議をひらき,ただちに「労資休戦」を宣言した。これに

より, 8月初糾二は100件もあった争議件数が月末には

20件に激減した23)その後の争議による労働損失日数の

激減は第2図の示すとおりである。

大戦期の労働運動の主翼な特徴は,第1にTUC指導

部が国家と癒着したことであり,第2に「労働不安」がシ

ョップ・スチュア-ド運動として内向化したことである0

1915年3月, TUCは政府といわゆる「大蔵省協定」

(the Treasury Agreement)を締結し,戦時中のストライ

キ篠を放棄した。同年6月アスキス連立内閣が組閣され

ると,労働党党首A・ベンダスンが文部大臣として入閣

した。だが,彼の実際の仕事は,労働問題についての内

閣顧問であった。こうして労働党は,政府の政策を左右

する権限をほとんどもたないままに,政府の労働政策の

お先棒をかつがされることになった　TUC議会委員

会もこの労働党の行動を支持し, 1915年のTUC大会

21) Hutt[14], p.66.邦訳,76ぺ-ジ,参照O　ただ

し数字はCentral Statistical Office, Annual Abstract of

Statisticsにより若干修正。

22) S.andB.Webb [32], p. 690,邦訳,下, 313

ページ。

23) Hutt[14],p.　邦訳, 78ページ,参照。
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(1914年大会は戦争のため延期されたため, 1913年来初

めての大会)もまた,愛国的議論のたかまりのうちに,労

働党とTUC議会委員会の戦争支持政策を圧倒的多数で

承認した。こうして政府の戦争遂行過程へのTUCの参

加は決定的となり, TUCは種々のレヴェルで国家行政

に参加しはじめた1916年12月に,アスキスをついで

首相になったロイド・ジョージは,A・-ンダスンを参閣

させ,さらに鉄鋼製錬工組合書記のホッジ(J. Hodge)

を新設の労働省の大臣に任命し,合同機械工組合の前

書記バーンズ(G. N. Barnes)を年金省長官に任命した。

TUC議会委員会委員と他の組合代表たちは,戦争遂行

のた糾こ政府が設置した約2,000にものぼる数の諮問委

員会に参加した24)。

だが戦争が探ま草につれて,生活費上昇,住宅事情悪

化,基幹産業労働者の移動制限,労働の希釈(dilution

of labour)等の原因により, TUCの戦争協力政策にた

いする一般労働者の不溝がたかまっていちたo　とくに,

熟練労働者のかわりに婦人労働者や少年労働者を入れて

労働力不足を補おうとする労働の希釈は現場では歓迎さ

れなかった。これらの労働慣行の変更は工場レヴェルで

の協議を必要としたため,協議のための労働者代表とし

てショップ・スチ且ア-ドがしだいに現場における実質

的指導者になっていった,1915年2月のクライド河岸の

工場地帯における機械労働者のストライキを契機として

ショップ・スチュア-ドたちが組織したクライド労働者

委員会(Clyde Workers Committee)は,この委員会の目

的として, 「職場の諸条件にたいする管理権の一層の増大,

雇用条件の規制,階級的基礎に立脚して労働者を組織す

ること,および賃金制度の打倒と労働者階級の自由と産

業民主主義の樹立が達成されるまで階級闘争を続行する

こと25)」を宣言したが,この宣言にショップ・スチュア

-ド運動の精神が明示されていると言えよう。クライド

にしたがってロンドン,シュフイ-ノレド等の産業中心地

にも労働者委員会が設立され, 1916年には全国職場・労

働者委員会運動(National Shop Stewards'andWorkers'

Committee Movement)が結成されるにいたった。彼ら

の指導する非公認ストの波は, 1917年4月から5月にか

けてほとんどすべての軍需産業と造船業の中心地を蔽う

ものとなった。政府はただちに食糧価格の統制,賃金政

策改善等の対応策をたて,国家による経済統制を-層拡

大・深化させていった。

3.小括

24) Birch [3],p. 67.

25) Hutt[14],p.77.邦訳, 89ページ。
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帝国主義段階におけるTUC史の幕開けを告げたのは

1900年のタフ・ヴェィノレ事件であった1901年に下さ

れた判決のねらいは, 1875年の労働立法によって確立さ

れたストライキ権をいわゆる「法廷クーデター」によっ

て粉砕しようとするものであった26}。産業資本主義段階

における1871年の刑法修正法がストラ'ィキの実質的禁

止を法律そのものによって規定したものであったのにた

いして,帝国主義段階におけるタフ・ヴェィル判決は,

極度の弾力性をもった法解釈にもとづく個々の判決によ

ってストライキを強く規制しようとするものであったO

タフ・ヴェィル判決はまた,賃労働の政治的組織形態を

帝国主義段階にふさわしい形態にメタモルフォーズさせ

る契機ともなり,産業資本主義段階における賃労働の政

治的組織形態であった「自由=労働」派的組織形態を独

立の労働者政党-と発展的に解消せしめた(レーニンの

規定する「ブルジョワ的労働者政党」の成立)。しかし

労働党と自由党との癒着関係は隠微なかたちで継続した

(たとえば,マクドナノレドと自由党院内幹事との秘智協

定)。アスキス内閣の福祉政策は, TUCと自由党政府と

の関係を公式にも深化させた.ロイド・ジョージとチャ

ーチルとが主導する社会福祉政策は,労働組合幹部の国

家官僚-の道を大幅にきりびらき,約4-5,000と推定さ

れ`た新しいポストは一種の「猟官制度」を形成し,強力

な労働官僚層を成立させた27)。だが,このような労働官

僚層をもってしても, 1910-14年の「労働不安」はおさ

えきれず,労働運動における「二つの傾向の闘争」は,

急速に激化していった。結局第一次大戦が「巨大な労働

争議の革命的な爆発」を阻止することになった。自由党

の福祉政策と労働官僚のカだけでは,帝国主義の危機は

克服しえず,国家が,通常の政治の延長としての戦争と

いう特殊な政治手段を媒介として,貿労働にたいする直

接的支配を開始し, 「労働不安」の圧殺をはかったので

ある。

戦争による「労働の社会化」は種々の面でみられた。

第1に,戦時における完全雇用状態が組合員数を倍加さ

せた(第1図参照)。第2に,戦時中の仲裁機構による政

府の賃金規制が賃金決定を地域レグェルから全国レヴェ

ル-高めたので,賃金要求提出にあたっては,同じ産業

内の諸組合の結束が強化され,諸組合の連合や合併がす

すみ,労働組合運動の中央化が進展した。これにともな

って雇用主側もイギリス産業連盟(Federationof British

26) ibid.,p.47.邦訳, 55ページ,参照。

27) ibid.,p.55.邦訳, 64ページ,参照。
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Industries)を結成し,さらに後には労働問題を担当する

組織として全国雇用者団体連盟(National Confedera-

tion of Employers'Organizations)を創設した。第3に,

戦争目的にかんする共通関心からTUCと労働党との協

力関係が以前よりも強化された　TUC議会委員会と労

働党執行部は開戦と同時に「労資休戦」を宣言し,以後

一致して政府の戦争遂行政策に協力を惜しまなかった。

だが,このような戦時における「労働の社会化」がも

う一つの側面をもつことが看過されてはならない　TUC

指導部は,戦時におけるストライキ権を放棄し,離職証

明制度や労働の希釈などを承認することによって, 「労

動の社会化」を一層進展させたが,それと同時に,それ

らの政策の施行は,現場労働者代表の活動を必要ならし

め,ショップ・スチュアード運動という,既存の組合組

織の支配内には包括しきれない現場労働者代表による労

働運動を生みだしていった。 「帝国主義による労働の大

がかりな社会化」がもつ二重性がここにもみられたので

ある。

[Ⅳ] 「資本主義の全般的危機」と「ゼネスト」 (1918

-26)

1910-26年という17年にわたる労働攻勢期の前半を

考察した前節にびきつづき,本節ではその後半, 1918-

26年の時期を考察する。この時期がイギリス労働運動史

上一つの特異な時期をなすことは第2図からも推察しう

る。すなわち, 1918-26年という9年間の労働損失日数

の合計3億6千万日は,その後の1927-70年という44

年間のそれの合計1億4千万日に比べて,優に2倍以上

であり,前著の期間中1919-21年という3年間をとっ

てみてもその合計は1億5千万日,さらに1926年とい

う「ゼネスト」の年は1年間だけで1億6千万日となり,

それぞれその後の44年間の合計をオーバーしている。

以下本節ではこの一大労働攻勢期を, TTJCの組織強化と

それにもとづく「ゼネスト」を中心に,考察しよう0

1. TUCの組織強化

長年の問, TUCの有給の職員は議会委員会の書記1

名だけであり,しかもこの書記ですら従来の国会議員と

の兼任をやめてフル・タイムのポストになったのは1904

年のことであった。この書記に1名の事務員がついたの

は1896年であり,第1次大戦まで、は,この2名が

TUCの全事務機構だったのである。だが戦時の事務量

の急増の結果, 1917年のTUC大会は議会委員会事務局

の拡充を承認し,フル・タイムの副書記を任命した。戦後

になるとTUCの中央組織強化の必要性は,とくに,資
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本の集中,大企業の生成,雇用者側の全国的中央組織の

成長に対応して,ますます増大した。労使交渉と争議が

一層全国的規模となる傾向を示していたのにたいし,労

働側の対応は著しく遅れていた。強力な中央組織を欠い

ていたために多くの基本的問題(たとえば, 1917年のホ

イットレイ委員会報告の評価, 1919年に政府が組織した

全国産業会議協議会設置の問題,また国有企業における

workers controlの問鳳政治ストの問題)について詔

組合間の意見の調整がうまくなされなかった。また,戟

中・戦後における組合員数急増に伴う組合加盟問題にか

んする「縄張り争い」の増大,基幹産業のストライキの

さいの関連諸組合の協議の必要性,等の理由からも,組合

間の調整をはかる強力な中央組織が要請されるにいたっ

た。さらに労働党の成熟に伴うTUCとの機能分化もまた

TUC側にその組織の再編成を必要とさせた1919年12

月の報告書でTUC議会委員会は, 「労働運動の諸活動

を調整するた糾こ一層適切な機構を発展させる28)」必要

性があることを主張し,労働組合調整委員会を設置し

た。この委員会が1920年9月のTUC大会に提出した

計画案はこうであった。議会委員会に代わる総協議会

(General Council)を創設する。総協議会は17のグルー

プ別に選出された30名のメンバーから構成される。そ

の日的は,産業行動についての調整,組合間の共通問題

についての共同行動の促進,組合運動の原理上重要な問

題で攻撃をうけた組合にたいする支援,組合間の紛争の

解決,組合の組織化の支援,国際連帯の強化,である。

1920年TUC大会はこの計画案を承認し,翌21年の大

会で第1回総協議会メンバーを選出した。 21年の大会

はさらに,総協議会と労働党執行部,議会労働党の調整

機関としてそれぞれの代表者から構成される全国会同協

議会(National Joint Council)の創設を承認した　TTJC

はまた, 1922年1月に労働党と合同で,調査部,情宣

部,国際部を発足させた。さらに中央組織強化のために

TUC加盟費が増額され, TUCの収入は1918年の9千

ポンドから21年には3万7千ポンドと4倍化し7to

総協議会はただちに活動を開始した。とくに総協議会

の支援のもとに組合の合併が促進され, 1922年には運輸

一般労働組合, 1924年には全国一般地方現業貞組合が結

成された1924年TUC大会は,総協議会の権限を拡大

して,総協議会が加盟組合の争議に介入して可能なかぎ

りストライキに発展しないようにその解決をはかり,ス

トライキになった場合には当該組合を支援しうることを

28) Birch [3],p. 49.
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認めた。この権限にもとづいて総協議会は,翌25年7

月に,全英石鼓労組同盟の闘争支援俵項を承認したO

1921年の総協議会発足以後,総協議会が加盟組合の闘争

支援のための運動を組織すべきかどうかという問題が毎

年のTUC大会で中心的なテーマをなしてきたことを考

慮すると,この石炭労組の闘争支援の承認は画期的なも

のであった。それはまた, 1926年の「ゼネスト」 -向っ

ての第一歩ともなったのである。

2・ 「ゼネスト」

戦後の労働攻勢のなかで政府は多くの点で譲歩を重ね

ざるをえなかった1919年1月の石炭労組?ストライキ

のときには,政府は石原産業の賃金問題・国有化問題を

審議する委員会の設置に同意した。政府はまた同年9月

の鉄道労組の全国的ストライキにも譲歩して,現行賃金

率の維持を約束した。また1920年には,政府のソ連干

渉が, TUCと労働党の反対にあい,挫折を余儀なくさ

れた1920年10月の石炭労組のス下ライキ.にさいして

は,政府は6ヶ月間の賃金引上げを保証した。しかし,

翌21年3月31日,石炭産業の国家統制が解除されると,

雇用者側の賃下げを拒否した石炭労組は,当日ただちに

ロックアウトされた。三角同盟の他の2組合が同情スト

をとりやめたので(4月15日, 「暗い金曜日」), 6月下旬,

石炭労組は大幅な貸下げをうけいれざるをえなくなっ

た。この争議が主因で21年の労働損失日数は8千6百

万日となった。22年, 23年の労働損失日数もかなり多

く,それが800万台に低下したのは労働党政権が成立し

た24年になってからであった。

だが労働党政権がTUC総協議会から穏健なメンバー

をひきぬいていったので,総協議会は木目対的に左傾化し

た。しかも労働党政府がTUCとの協議を試みなかった

ので, TUCから非難され,両者の関係ばしっくりいかな

くなった。さらに失業問題を中心とする労働諸問題にか

んする労働党政府の無能力さが,多くの労働者を議会主

義にたいする失望と直接行動の重要性の再認識へと追い

やった。こうして1924年, 25年のTUC大会では左派

の影響力がかなり強くみられるようになった。1925年大

会は,資本主義打倒要求を基調とする共産主義的決議ま

で採択した。また,ストライキ指令権を総協議会に与え

ようとする動議が提出され,問題の検討が総協議会に委

ねられることとなった29)。

29)だが同時に,この25年大会が, W.M.シトリー

ンを総協議会の書記に, E.ペグィンを総協議会のメン

バーに選出し,総協議会内の勢力関係を相対的に右派に

有利にしたという点も,軽視されてはならない。
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1925年7月の総協議会による石炭労組支援の決定は

このような状況のもとでなされたものであった。同年5月

の金本位制復帰により打撃を蒙った石炭産業界の業主は,

ただちに貸下げと労働時間延長を全英石炭労組同盟に要

求した。石炭労組はこれを拒否し,闘争の支援をTUC総

協議会に求めたのであった。総協議会の要請に応じてた

だちに行動した全国鉄道労組と運輸一般労組との威圧が

効を奏し,政府は石炭産業界にたいし賃金と労働時間の

現状維持をはかるための一時的補助金を提供することを

決めた(「赤い金曜日」)。こうして勝利を得た石炭労組は

つぎに,補助金の切れる26年5月1日に予想されるロ

ックアウトに備えることとなった。一方,総協議会は石

炭労組の要求を解決するた糾こ政府と協議をつづけ, 26

年4月には妥結寸前のところまでこぎつけた。しかし,

ディリー・メイル紙の印刷工たちがストライキ批判記事

の印刷を拒否したとき,保守党政府は総協議会との交渉

打切りの機会をつかみ, 5月3日,, TUCとの最終交渉

を拒絶した。こうして総協議会はついに5月4日,十分

な準備もなしに,全国的なストライキの開始においこま

れたのである。これにたいして政府側は, 1925年7月の

「赤い金曜日」以来, 「ゼネスト」に対処する慎重な準

備体制を整え,すでに同年11月にはそのための計画案

を完成していた。

ストライキ開始後の総協議会の主要関心事は,ストラ

イキをどう有効に組織するかということよりも,それを

どう合法性の範囲内に維持するかということにおかれて

いた。稔協議会は,このストライキを「ゼネスト」と呼

ぶことを嫌い, `「全国的ストライキ」 (nationalstrike)と

呼んだ30)政府側が食糧品輸送を確保しつづけたので,

「ゼネスト」の有効性は半減し,ついに5月12日,総協

議会は政府からなんの言質もとらないままに,スト中止

を宣言した1921年のときと同じようにその後石炭労

組だけがストを続行し, 11月に決定的な敗北をみたの

である。

3.小括

1918-39年という両大戦期は,労働運動史の視点から

すると, 1918-26年の労働攻勢期と1927-39年の労働

守勢期とに2分されうる。しかし,この前半の1918-26

年の労働攻勢期は,すでに述べたように, 1910-26年と

いう長期にわたる労働攻勢期の後半期でもあることに留

意しなくてはならない。

戦中にびきつづき戦後にも「労働の社会化」の一層の

30) Birch[3],p. 78,参照o
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進行がみられた1917年の労働組合(合併)法の成立によ

り,組合合併が容易になり,この期間に,中小組合ゐ合

併による合同機械工組合の拡大(1921)や運輸一般労働組

合(1922) ,全国一般地方現業員組合(1924)等の大組合の

成立がみられた.また,資本の集中,独占の成長,雇用

者側の中央組織の発展,労使による賃金決定機構への国

家の介入,等により,労使交渉と争議がますます全国的

規模のものとなっていったので, TUCの組織強化が要

請され,総協議会の創設とその権限の強化が実現した。

さらにTUCと労働党との全国合同協議会の成立により,

労働組合運動と政治運動との統合がはかられた.これら

の事実はいずれも戦後における「労働の社会化」の一層

の進展を示すものと言えよう。

「資本主義の全般的危機」のイギリスにおける反映は,

戦後の労働攻勢の激化に明瞭に現われた。強力な政治ス

トにより政府のソ連干渉が挫折させられたのをはじめと

して,この時期の初期には多くの面で政府が譲歩を強い

られた。イギリス資本主義の国際的地位の低下がますま

す明白になってきたこの時期において,労働問題の最大

の争点をなしたのは斜陽化した石炭産業であった。石炭

産業の国有化が強く要求されたにもかかわらず,政府は

逆に石炭産業を戦時統制から解除し,それを労使の直接

的対決に委ねてしまった。しかも, 1925年,政府は,金

本位制復帰という措置により,石炭産業をさらに窮地に

追いこみ,労使対決の火に油をそそぐ結果をまねいた。

石炭労組支援を承認したTUC総協議会は,準備不十分

のまま「ゼネスト」においこまれ,百戦錬磨のW.チャ

ーチルが陣頭指揮する強力な政府軍の前にひとたまりも

なく敗走させられてしまった。 H.ぺリングが指摘して

いるように, 「ゼネスト」の屈辱的降伏は,このストラ

イキの指導者が当然もっているはずの政治的目的をまっ

たくもっていなかったことを示している31)。 「ゼネスト」

?ような大規模なストライキは,総協議会がいかにそれ

を合法性の範囲内にとどめようと努力しても,またその

要求を経済的なものに限定しようとしても,客観的には

国家権力-の直接的挑戦を意味するものであり,どうし

ても政治的な意味をもたざるをえないものであった。政

府側はまさに「ゼネスト」を政治的挑戦と解して,これ

に正面から対決したのに反し,総協議会側は「ゼネス

ト」の合法怪と経済要求とを重要視するあまり,それが

惹起する政治的問題にたいしてなんらの対応策をももた

なかった。この点にかんする反省のないかぎり,ゼネス

31) Pelling[23],p. 180.邦訳, 213ページ。
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トの勝利の可能性はないOだが,その性椅上この間題の

検討を回適せざるをえないTUC総協議会は, 「ゼネス

1、」の挫折後やがて,ゼネストという手段の有効性その

ものを否定するという結論を導出し,国家権力-の屈従

の道を歩みだすことになったのである。

[Ⅴ]国家独占資本主義確立期のTUC(1927-45)

1. TUCの右旋回

「ゼネスト」挫折の結果,組合員が減少した(第1図,

第3図,参照).だがそれにもまして注目に値するのは,

「ゼネスト」挫折後現在にいたるまでの争議による労働

損失日数の激減である。第2図が示すように, 「ゼネス

ト」以前の労働損失日数が非常に多く,しかも年度によ

る変化が激しくみられるのにたいして,「ゼネスト」挫折

後の労働損失日数は激減し,しかも年度による変化があ

まりみられない。どのような要因がこのような状況をつ

くりだしたのか。この間題を究明することが, 「ゼネス

ト」挫折後のTUC史研究の一つの主要課題となる。以下

本節においては, 1927年の労働争議・労働組合法,同年
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のTUC大会の右施回, 28-29年のモンド=ターナー会

談に示される労資協調路線, 30年代TUCにおけるその

実践,第二次大戦,等の諸要因を考察することによって,

国家独占資本主義確立期におけるTUCの再編成過程を

究明しよう。

1927年以降, 26年の「ゼネスト」に比較しうるほど

の大規模なスけイキがなぜ生じていないのかという問

題にかんしてまず第1に考察されるべき要因は, 1927年

の労働争議・労働組合法の成立であろう。 「ゼネスト」

にたいする復讐のための階級立法とされている32'この法

律は,同情ストを禁止し,ピケッテイングの権利を拘束

し　TUC加盟組合への公務員の加入を禁止し,さらに

「契約事項」を導入して組合の政治献金を制限した。こ

うしてTUCはもはや同情ストを組織することができな

くなってしまった。また労働党の加盟組合納入金も,こ

の法律の影響により,たちまち3分の1に減少し,党活

動は著しく拘束された1927年以後は,この法律に規定

されて, 「ゼネスト」を組撤しようとする試みはもちろ

んのこと,総協議会を執行機関としてTUCを諸組合の

第3図　労働者階級の組織率

資料: Central Statistical Office, Annual A的raet of Statistics, 1927-69. TUC, Annual Report, 1970, pp. 844-6.
備考: (被雇用者+失業者)に占める紅合員数の割合として組織率を算出Oた- Annual Abstract of Statisticsで規定されている「被雇用

者」および「失業者」 (両者とも,年央, UnitedKingdom)とは, 1947年以前はUnemploymentlnsuranceの適用対象者であるが,
1948年以降はNational lnsuranceの通用対象者で,適用範囲が拡大されたため,その実数が増加し,組織率の低下を結果しているo
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戦闘的な連合体に再構成しようとする試みも,ほとんど

みられなくなってしまったのである。

1927年のTUC大会に総協議会が提出した組合構造に

かんする報告書には,明らかに上記の事情が反映されて

いる。この報告書は,総協議会に産業別組合編成案作成を

要求した1924年大会の決議にもとづいて作成されたも

のであるにもかかわらず,産業別組合編成を「実際的でな

い」として香足してしまった。産業紅合主義者(industrial

unionist)と一般組合の代表者たちとのあいだで激論が

たたかわされたが,結局,大会はこの報告を承認し,産

業組合主義を葬ってしまった。さらにこの報告書は,共産

党系の全国少数派運動(National Minority Movement)

に関係する労働組合協議会がTUCと関係をもつことを

総協議会は拒否するとして,労働組合協議会からのレッ

ド・パージを勧告したO大会は,この報告のほかにも,

TUCが1925年に国際労働組合連盟のなかに設置したソ

連邦との合同協議会を廃止すること, ,および総協議会が

1923年以来つづけてきた共産党系の全国失業労働者委

員会運動(National Unemployed Workers Committee

Movement)との協力関係を打切ることを承認した。こ

うして1927年大会は, 「ゼネスト」直前の25年大会が

TUCの左への施回を示したのにたいし,明らかにその軌

道修正を行ない,右旋回を示すものとなったのである。

この新軌道上でさっそく試みられたのが, 1928年1月

の予備会談に始まり翌29年3月まで継続したモンド=タ

ーナー会談であった1927年TUC大会で議長のヒック

ス(G. Hicks)は, 「産業行動に責任をもつ大組織体の代

表と実際的な意見を直接に交換する」必要があることを

強調したが(TUC[29], 1927,p.67),この提案をうけて

たったA.モンドをはじめとする大資本家グループは

TUCへゐ手紙で, 「われわれは,産業の再編成はただ組

織労働を代表して発言権を有する者との協力関係におい

てのみ実行可能であると認識している。 --・われわれは,

われわれを結びつけている共通の利害が,われわれを分

離させている表面的には異なっ・たもののように見える利

害よりも,強力であると信じている33)」と述べた。シト

I)-ンもまた, TUCを代表して癖1回会議で, 「すくな

くとも若干の問題にらいては,われわれのあいだには・・.

I-大きな原理上の衝突はないだろう34'」と述べ, 、これ

にこたえた。こうして両者の代表の会談が毎週開かれる

ことになった1928年9月のTUC大会は,圧倒的多数

32) W. H. Crook, The General Strike, 1931, p. 481.

33) Birch, [3],p. 91.

34) Lovell and Roberts [20], p. 104.

(308万票対57万葉)で会談の継続を承認した。同大会

に提出された総協議会の報告書は,戦闘的な階級闘争政

策を「無益な,確実に失敗し,また流血と悲惨に導くに

ちがいないもの」として香足し, 「労働組合運動は,産

業の繁栄に関心をも'9のみならず,今後産業の運営の仕

方についても発言権をもつであろうことを大胆に宣言す

る」としたが(TUC [29], 1928,p.209),大会はこの報

告を承認し,さらに共産主義者による「分派」活動を徹

底的に調査する権限を総協議会に与えた。

モンド=ターナー会談の共同中間報告(28年7月)は,

TUCと雇用者の両者代表からなる全国産業協議会(Na-

tional Industrial Council)の設立とそのもとにおける調

停制度の施行を提案した。しかし,この提案は,イギリ

ス産業連盟と全国雇用者団体連盟の消極的態度に直面し

(29年2月),しかも労働党政権の成立(29年6月)が状

況を変化させたので,結局は成功をみなかった。だが,

個々の重要問題についてはイギリス産業連盟とTUCと

のあいだでアド・ホックな共同会談をもつことが決まっ

た。これにもとづいて開かれた1930年5月の共同会談

では,イギリス産業連盟の提案する英連邦経済協力機構

の創設案にTUC総協議会も賛意を示し,それを政府に

要求する共同覚書が起草された。総協議会による英連邦

経済協力の主張は,帝国主義的であるという批判をうけ

た。それにもかかわらず, 1930年9月のTUC大会は少

差(188万票対140万票)で総協議会の見解を承認した0

2. 1930年代のTUC

1930年代のTUCの-特徴は, 「ゼネスト」挫折後に

大きく右方向へ修正した軌道へ労働党をびきこみ, TUC

先導方式で労働党と政策的ドッキングを試みた点にみ

られる。労働党の政策にたいするTUCの政策の優位性

はすでに1929-31年の労働党政権期に明らかにみら

れ,ある意味では,両者の政策上の差異が労働党政権を

崩壊に導いたと言える。金本位制復帰後の不況に対処す

るために労働党政府は,財政と産業にかんする委員会

(いわゆるマクミラン委員会)を設置し,金融・財政政

策が雇用と貿易におよぼす効果について検討することを

妥求したO　この委員会における唯一人の労働組合代表で

あったE.ペグィンは,同委員会の委員であったJ.M.

ケインズから不況対策のための財政支出効果について

多くを学び, 1929年にTUC総協議会が設置した経済

委員会中にその理論を普及させていった1931年初

頭,総協議会が消費者購買力の維持を政府に要求した

文書を発表したとき,政府はそれとは逆の見解をとろう

としていた。マクミラン委員会では,金本位制とポンド
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の維持のための一手段として社会保障支出の削減と公務

員労働者の貸下げとが議論されていた1930年11月・

政府は,失業保険支出削減を主張する保守党の圧力のも

とに失業保険問題検討委員会を設置したが,この委員会

は,翌31年6月の報告書で,労働者の醸出金の増額と

保険給付の減額を勧告した。さらに, 31年3月に設置さ

れた財政支出問題検討委員会は同年8月1日に財政支出

の大幅削減を勧告した。この報告は,ポンド危機深化の一

因となり,数日後,ロンドン金融市場からの金流出が激

増した。政府は,危機打開策として財政支出大幅削減政

策の採用を決定した。一方, TUCは失業保険支出削減

に反対した。ペグィンは,マクミラン委員会のなかで,

ポンド危機克服手段としてポンド切下げを主張していた0

8月20日,閣僚経済委員会は, TUC総協議会と労働党

議員との合同会議を開き,失業保険給付期間短縮,公務

員給与削減等を含む財政支出削減計画を提案したo総協

議会の反対の態度をみて,マクミランとスノーデンの政

策に疑問をいだいていたA・ -ンダスンら数名の閣僚も

TUC見解に同調しだした。このような状況では自己の

政策の実施が不可能であると悟ったマクドナルドは3日

後に辞表を提出した。こうしてTUCの反対は,労働党

内閣を解散に追いこみ,マクドナノレドをして保守党と自

由党との挙国一致内閣を成立させることになったのであ

る。ペグィンはさらに追い撃ちをかけ,彼が支配する「デ

ィ.)- ・ヘラルド』紙という強力な政治的武器を用いて,

マクドナルド一派の労働党からの追放をはかったoその

結果,労働党の大多数の議員は,新政府に反対し, 9月

28日,マクドナルド一派は労働党から除名された1930

年代を通じてみられるTUCの労働党にたいするT) -ダ

-シップはこのとき確立されたと言えよう。さらに31

年の総選挙以後の議会労働党の弱さは,労働党のTUC

への依存度を高めざるをえなくさせた　TUCと労働党

との政策調整のた糾こ再建された全国合同協議会は,

TUCのリーダ-シップのもとに「労働運動の内閣」と

して機能するようになり,そこで決定された政策は,過

常,毎年9月に開かれるTUC大会でまず検討され,つ

いで10月に開かれる労働党大会で検討された。全国合同

協議会は, 1935年に,全国労働協議会(NationalCouncil

of Labour)と改称されたが,この協議会においてもペグ

ィンとシトリーンを中心とするTUC指導層の影響力が

支配的であった。

総協議会の労働党への影響力は,とくにその共産党対

策と軍備拡張支持政策とにおいて,強くみられた1933

年から第2次大戦勃発までの毎年のTUC大会ではファ
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シズム問題が主要議題となったが,この間題にかんする

30年代の総協議会の見解は, 33年大会に提出された「独

裁と労働組合運動」 (Dictatorships and the Trade

Union Movement)という報告に基本的には規定されて

いる。この報告は,真の対決点は,右翼対左翼ではなく,

独裁対民主主義であるとする見地にたって,共産主義者

との統一戦線結成に反対した。また,この同じ見地から,

総協議会は,のちに政府の軍備拡張政策を支持するにい

たった1935年3月,総協議会は,回章第16号と第17

早(いわゆる「黒色回章」)によって,労働組合協議会に

たいして共産党系団体からの代議員のうけいれを禁止し,

労働組合にたいして共産党員の役職追放を要請した。同

年9月のTUC大会は,総協議会のこの勧告を少差(187

万票対127万票)で承認した35)また,軍拡問題にかん

しては, 1934年に作成された「戦争と平和」という声

明が明示するように,総協議会は,はじ捌ま,国際連盟

の集団安全保障制度を支持していた。しかし,国連安全

保障制度の非有効性が明らかになるにつれ,総協議会は

イギリス政府の軍備拡張政策を支持するようにすこしづ

つ変化していった1937年のTUC大会は,政府の軍拡

政策の支持を暗示した全国労働協議会の報告を354万票

対22万票で,承認した1938年3月,チェンバレン首

相はTUC総協議会代表をまねいて,軍拡政策への支持

を要請し,同種の会談が5月にも行なわれた。戦争の危

機に直面して政府とTUC総協議会との関係が再び緊密

化していったのである。 1938年のTUC大会は,総協議

会のこのような政府支持政策を承認し,さらに翌39年9

月の大会は,戦争支持声明を圧倒的多数で採択した。

このように一方ではレッド・パージを行ない,他方で

は政府の軍拡政策を支持するようになっていったTUC

総協議会は, 30年代の最大の労働問題である失業問題

(第4図参照)の解決にはあまり熱心な態度を示さなかっ

た. 30年初頭に,政府の失業対策を非難して多くの激し

いデモが失業者たちによって組織されたが, TUCは,

1927年に全国失業労働者委員会運動と手を切って以来,

この種の戦闘的運動と関係をもつことを好まなかった.

TUCは長年のあいだ,失業問題にかんしては失業者の

所属する組合が責任を負うべきだと主張してきた。その

うえ,総協議会は,失業者の就職運動が就職中の労働者を

おびやかすことを恐れた。そのため総協議会は, 1932年

のTUC大会に提出した報告書で,各地方の労働組合協

35)同年,W・シトl)-ンに爵位が授与され,文字通

りの「労働貴族」が誕生したことは,総協議会によるレ

ッド・パージと比較して,対象的な出来事であった。
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資料: Central Statistical Office, Annual Abstract of Statistics, 1927-69.

備考: 1947年以前はUnemployment lnsuranceの適用なけた失業者数, 1948年以降はNational lnsuranceの適用をうたけ失業者数(午
央　United Kingdom)

議会が失業者のための協会を組織すべきだ,と勧告した。

その結果各地に設置された失業者協会には種々のレクリ

エーション施設が備えつけられ,失業者が左翼的運動に

まきこまれないように配慮された。これらの点を考慮す

ると,アメリカのニュー・ディール政策がとくに総協議

会の関心をひき,その共感を得たことは当然であろう。

総協議会は1933年のTUC大会に提出した決議案にお

いて,政府による公共事業の開始を要求し,大衆の購買

力を増大させることを要求した。この決議案は圧倒的多

数で承認された。

失業問題解決に示した総協議会の消極的態度に比べる

と,国有化問題にたいするその態度はすこぶる積極的で

あった.だが問題は,その国有化の内容にあった. 30年

代のTUCの国有化政策にかんしては, 31年の大会がそ

の議論の出発点をなした。この大会で総協議会のビュー

(A. Pugh)は,産業国有化の真の目的は生産性向上にあ

るとする純粋に経済的な見地から基幹産業国有化を要求

する決議案を提出した。この決議案は, 「労働者による管

理」 (workers'control)の問題を軽視していたので多くの

批判がなされたが,からくも承認された。同大会はまた,

国有化企業における労働組合代表の経営参加を要求する,

運輸一般労組のクリッフ(J. Cliff)の決議案を承認した.

それにもかかわらず,翌32年の大会に提出された総協議

会の報告書は,国有化企業の経営機関への人選は,その適

性に応じてなされるべきであり,労働組合や実業界など

の特殊利害の代表という見地から選出されるべきではな

い,としたo経営機関-の労働組合代表の参加を要求す

る立場から,クリッフらがこの総協議会見解を批判した

が,これにたいして総協議会は,労働組合は経営機関の

外部にあってその活動の独立性を維持すべきである,と

反論したo議論が紛糾し,最終決定は翌年の大会にもち

こされることになった。その後,この間題にかんして,

総協議会は労働党執行部との協議を経て,共同声明を発

表し・国有化企業の経営機関の人選に参加する権利を労

働組合はもつべきであるが,同時に組合は機関としては

経営機関の外部にとどまり,スト権をふくむ諸権利を維

持すべきである,と主張したoこの総協議会の見解は

33年のTUC大会で承認されたoこうして,組合から経

営機関のメンバーに選出された者は組合代表として活動

してはならないとう原則が採用されるにいたった1934

年のTUC大会で総協議会は,国有化の一般的要求では

なく・具体的な産業の国有化にかんする最初の報告書を

据出したが,この鉄鋼産業国有化の場合にも,経営機関

に選出される姐合役員はその役職を辞さねばならない,

とされたoこの鉄鋼産業国有化の例にならって,翌35

年には綿産業・ 36年には石炭産業と電力の国有化にかん

する報告書と,総協議会は具体的な産業の国有化の要求

をつぎつぎに提起していった。しかし,そのいずれも

workers'controlの原理を暗黙に否認するものであった。

3・第二次大戦期
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第二次大戦は,第一次大戦と同様に, 「労働の社会化」

を急速に進展させた。組合員が急増し(第1図参照),組戯

率が高まった(第3図参照)。全労働暑中TUCに組織さ

れる労働者の割合は1939年の27%から45年には47%

になったoさらに組合が巨大化した。運輸一般労組は,金

属・機械・化学労組同盟を併合して組合員100万人をこ

える巨大組合になった.合同機械工組合も,軍需工場の

半熟練労働者の加入により,その組合員数を戦時中に倍

化し(800万), TUC中第2位の巨大組合に成長した。第

3位の一般地方現業員組合もその組合員数を1939年の

47万から43年の73万に増加させた。戦前には第2位に

あった全英石炭労組同盟の場合には組合員数の急増はみ

られず,第4位(1944年,60万)になったが,45年1月に

は,地方の自主的な組合組織を中央に統合し,組織強化

をはかり,組合名を全国炭坑労働者組合(NationalUnion

of Mineworkers)と改称した。これら4組合に第5位の

全国鉄道労働組合と,戦時中の組合合併により1947年

に最終的に成立した全国商店流通関連労働者組合(Nati-

onal Union of Shop, Distributive and Allied Workers)

とを加えると,これら6大組合の組合員数だけでTUC

全組合員数の半数以上を占めた。そのため, TUG大会

はその後この6大組合の意向に大きく左右されることに

なったのである。

第2次大戦中の「労働の社会化」の進展は,さらに労

働組合の全国的中央組織と国家との癒着関係の進行にお

いても,みられた。開戦直後の1939年10月, TUC総

協議会はチェンバレン首相と会談し,労働問題に関係す

るすべての政府部門の仕事に組合代表が参加することを

要求した。この会談がターニング・ポイントとなり,

「ゼネス下」以来疎遠となっていたTUCと政府との協

力関係が再開された1940年5月チャーチルが首木目にな

ると両者の関係は一層深化した。彼は,ただちに労働党

の党首と副党首とを入閣させ,さらにE・ペグィンを労

働大臣に任命した。それまではTUCの指導者として労

働問題を担当してきたペグィンが,この時点から国家の

指導者として労働問題を担当することになった。彼は,

かつてのモンド=ターナー会談が提案した全国産業協議

会設立案をさらに発展させ,政府が中心となって労使代

表と協議するという3着構成協議会案を現実化した。す

でに1939年10月に,労働大臣を議長としてイギリス雇

用者団体連盟とTUC総協議会との同数の代表者から構

成される合同諮問協議会(Joint Advisory Council)が設

置されていたが,ペグィンはさらにその実務上の機関と

して合同協議委員会(Joint Consultative Committee)杏

研　　　究 Vol. 23　No. 1

新設することによって,同協議会の組織的強化をはかっ

たO　この合同協議会の勧告にもとづいて1940年7月に

は政令第1305号がだされ,戦時におけるスTlライキが

法的に禁止されることになった。さらに翌41年3月に

は重要労働今により,熟練労働者には登録と「重要」工場

での労働が義務づけられた。また42年の戦前労働慣行

復活法は労働慣行の戦時における放棄を義務づけた。

このように一般労働者にたいする戦時義務が強化され

る一方,他方ではTUCの指導者たちは政府の政策決定

に深く関係し,あらゆるレゲエノレで政府行政に参加したo

彼らは,生産増強,食料配給計画の運営,等多くの各種

委員会に参加し,さらに中央だけではなく地方行政にお

いても活躍した。ぺ~リングが述べているように,戦時の

TUC大会に提出された総協議会の年次報告書は,まさ

に,政府行政当局の報告書の観を呈している36)かつて

E.ペグィンは, 1937年TUC大会で, TUCは「いまや

事実上国家の欠くことのできない部分(an integral part

of the State)となった」 (TUC [29], 1937,p.70)と述べ

たことがあるが,この言葉はまさに戦時のTUC総協議

会にあてはまるものとなったのである.

最後に,戦時における「労働の社会化」の進展との関連

で,第二次大戦期におけるショップ・スチュアード運動

について言及しておく必要があろう。第一次大戦時と同

様,第二次大戦時においても,帝国主義戦争のもたらす

詔結果にたいする抵抗が生産の現場を基礎に発展した。

すでに1940年4月にはバーミンガムで最初の全国ショ

ップ・スチュア-ド会議が開かれ,ショップ・スチュア

-ドが組織する運動が機械産業を中心に全国的規模で拡

大していった。だが,翌41年6月のドイツのソ連侵略

開始がこの状況を変化させた。同年10月,機械工および

関連職業ショップ・スチュア-ド全国協議会(theEngi-

neermg and Allied Trades Shop Stewards National

Council)は,生産力増強のために労使代表から構成され

る合同職場生産委員会の設置を要求し, t生産力増強に協

力的態度を示してきた。翌42年初頭,生産省が新設されI

W・シトリ,-ンを議長とする特別委員会の勧告にもとづ

いて,全国生産局,地方生産局が設置され,その後の2

年間に工場レヴェルでの労使協議制度が急速に発展して

いったO　この結果,第二次大戦期の非公認ストは,第一

次大戦期のそれに比較して,その数も規模も小さなもの

になったのである。

4.小括

36) Pelling[23],p.215.邦訳, 256ページ,参照。
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20世紀の,すなわち帝国主義段階の,イギリス労働運

動史は,大きくは「ゼネスト」の前と後とに2分されう

るのであるが,前節と本節との関連で述べれば, 1910-

26年の時期がTUCの国家にたいする攻勢期であったの

にたいして,それにつづく1927-45年はTUCの守勢期

であったと言えよう　TUCを守勢に立たせた主要因

は,まずなによりも「ゼネスト」の挫折であり,それに

つづく27年の労働争議・労働組合法の成立であった。

この法律が廃止されたのは46年であるから,まさに本

節が考察対象とする27-45年がこの法律の有効期間と

一致する。これらの要因により, TUCは27年の木会で

右旋回を開始し,その政策はやがて28-29年のモンド

=ターナー会談として現実化した　29-31年の労働党

政府との政策上の角逐を経て,労働党にたいする優位性

を確立したTUC総協議会は, 30年代にはレッド・パー

ジを開始し,軍国主義-の傾斜を示し始めた。総協議会

はまた, 30年代の最大の問題であった失業問題の解決

には消極的態度を示し,彼らが積極的に取組んだ国有化

政策においては,生産性向上のための国有化という純経

済的原理をうちだし,そこからworkers'controlという

社会主義的原理を排除してしまった。第2次大戦は,労

働者階級の組織率の上昇と巨大組合の成立というかたち

で「労働の社会化」を進行させていったが,同時にそれ

は国家によるTUCの包摂過程の進行と併行した。 「ゼ

ネスト」鎮圧の立役者チャーチルがその敵手であった

TUCのペグィンを労働大臣に任命し,その結果,彼と

彼の影響下にあったTUC総協議会は,チャーチルの

「労働担当副官」としての機能を果たすようになったの

である.こうして「ゼネスT.」後に始まった国家による

TUC包摂の過程は,第2次大戦期にその完成に近いか

たちをみる。イギリス労働運動史における国家独占資本

主義は,このようなかたちでの国家による賃労働の包摂

過程として現象したのである。

[Ⅵ]戦後のTUC(1945-70)

1.労働党政権下のTUC

1945-51年の労働党政権下におけるTUCの特徴は,

まずなによりも, 1.国家との癒着と反共政策, 2・政府

の生産性向上政策と貸金抑制政策とにたいする支持にみ

られる。以下これらの特徴について略述しよう。

1945年の総選挙では, 124名の組合出身候補老中実に

120名が当選した。労働党政権の成立に伴い, TUCの指

導者の多くが労働官僚から政府官僚へと移籍した。ペグ

ィンが外務大臣, TUC給協議会議長のアイザックス(G.
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Issacs)が労働大臣,ペグァン(A. Bevan)が保健大臣,

ウィルキンスン(E. Wilkinson)が文部大臣に就任した。

労働党政府の実施した国有化計画もTUCから人材をひ

きぬいていった。国有化された石炭産業を運営するため

にシトリーンが総協議会を離れていったのをはじめとし

て,政府の各種委員会(労働大臣にたいする全国合同諮

問協議会,全国産業生産諮問協議会,生産性委員会,経済

計画委員会,開発審議会,響)に多くの組合代表が参加し

た,1946年には, 1927年の労働争議・労働組合法が廃止さ

れたので,労働組合貝の労働党入党が1/2以上増加し,

労働党政治資金の絶対的増大とともに労働細合員による

部分が急増した.また1927年法の廃止によりノ,公務員

事務職員組合,郵便労阻,等の公務員労組がつぎつぎに

TUCに加盟した。こうして労働党政府は, TUCとの密

接な協力関係のもとで,しかもTUCの国有化政策・社

会福祉政策を重要な基礎としつつ, 「福祉国家」をつく

りあげていった37)。労働党政権のもとで,イングランド銀

行,石炭,通信,運輸,電気,ガス,鉄鋼の各産業部門

が国有化されたが,そのさいも,戦前のTUCの決意に

したがって,国有化企業の経営機関に選出された組合役

員は組合役員を辞任しなくてはならないとされた。

TUCの国家との癒着の-結果は, TUCの反共政策と

なって現われた。共産党は,戦前の統一戦線運動と戦中

の政府にたいする協力政策の結果,戦後には労働組合運

動のなかでかなり重要な位置を占めるようになってい

た。地方の中小組合だけでなく,運輸一般労組のような

TUC第一位の大組合においても,その執行委員34名中

9名が正式の共産党員であり,しかもTUC総協議会中

に1名の共産党員を送りこんでいた。しかし1947年の

「冷たい戦争」の開始により,従来の協力関係はたちまち

にして崩壊したo翌48年,総協議会は, 『民主主義の擁護』

(Defend Democracy: Communist Activities Examm-

ed)という小冊子を加盟組合に配布し,マーシャル・プ

ランに反対し「ヨ-ロッパ復興計画」をサボタージュす

る目的をもっている共産主義者を組合の役職から追放す

ることを要請した。各組合の反応はまちまちであったが,

運輸一般労組の場合は, 49年7月に,共産党員が役職に

つけないように組合規約を変更し,同年末には共産党員

の役員を解職した。49年は,TUCが世界労連から脱退し

37)周知のように戦後の社会保障計画の基礎をなし

たのはビグァリッジ報告であったが,その作成過轟でビ

ヴァリッジは, TUCの社会保険委員会と緊密な連絡を

保っていた。彼は,のちに, TUCを「ビヴァリッジ報

告の創造主」とまで称した(Birch [3],p. 126,参照)0
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て国際自由労連を結成した年でもあった。だが40年代末

の諸組合における共産主義者の勢力はまだかなり強く,

とくに地域レヴェルでは非公認ストが彼らによって組織

されていた。非公認組織である全国港湾労働者防衛委員

会(the National Port Workers ]⊃efence Committee)が

48年, 49年, 50年と非公認ストを組織したが,政府は,

このストに参加した運輸一般労組の組合員を起訴するこ

とによって,非公認ストの規制をはかったo Lかしこれ

は政府側の敗訴に終った1951年8月,ついに政令1305

号が廃止されるにいたり,労働者は再びそのストライキ

の権利を確保したのである。

労働党政権下のTUCの政策の特徴は,まずなにより

も政府の生産性向上政策と賃金抑制政策とにたいする支

持においてみられた。戦後のイギリス経済の危機は生産

性向上と賃金抑制とをとくに必要としたため,戦後の

TUC史も主としてこの2つの問題をめぐって展開され

た。労働党政権下のTUCは,政府の生産性向上政策を

支持し,ストライキの禁止を規定する政令130S号の纏続

と戦後における労働慣行の復活を保障した戦前労働慣行

復活法の効力の一時停止とに同意した1947年のポンド

兜換禁止という事態が生産性向上の必要性を一層増大さ

せた　TUC総協議会は雇用制限令の再適用に同意し,

1947年TUC大会は,生産性向上にかんする提案を含む

決議を採択した。総協議会は,翌48年11月に,生産憧

向上のための種々の具体的提案をまとめた報告書を組合

執行部会議に提出して承認を得た。同年10月に英米政

府が共同で創設した英米生産性協議会にも総協議会は積

極的に参加した,1950年, TUCは生産委員会(Production

Committee)を設置し,生産性向上運動を一層強化した。

生産性向上運動に比べると,政府の賃金抑制政策にた

いするTUCの支持には不安定なものがあった1948年

2月に政府が『個人所得,コストおよび価格にかんする

自書』において賃金抑制政策をうちだしたとき,総協議

会はただちに組合執行部会議を招集し,政府の賃金抑制

政策にたいする支持を調え　542万票対203万票で,そ

の承認を得た。だが組合側の協力にもかかわらず,翌49

年9月のポンド切下げは避けられなかった。その結果,

大蔵大臣クリップス(S.Cripps)は総協議会にたいして

貸金抑制政策の一層の強化を要請した。同年12月,紘

協議会は,貸金抑制政策支持を再確認する報告書を作成

した。この報告書は,翌50年1月の組合執行部会議で

は少差で承認されたが,同年9月のTUC大会では,一

般組合員の増大する反対に直面して,否決されてしまっ

たO労働党政府が,貸金抑制政策の組合側の協力を得な
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がらも,生計費の上昇を阻止できなかったことが命取り

となったのである。 50年のTUC大会ではアトリー首相

自身と総協議会との懸命な説得にもかかわらず,同大会

は,現在のところ「賃金規制を実施する根拠はなんら存

在しない」 (TUC [29],、1950,p.i　とする決議を採択し

た。さらに翌年9月のTUC大会が,駄目押しのような

かたちで,政府の貸金抑制政策の廃棄を強く要請したと

き,労働党政府にたいする一般労働者の支持はもはやか

なり失われていたと言えよう。翌10月の総連挙では,

再びチャーチルが勝利を得たのである。

2・保守党政権下のTUC

保守党政権成立直後, TUC総協議会は,労働党政府に

たいして協力してきたように保守党政府にたいしても協

力する用意があると声明した。新労働大臣モンクトン

(W. Monckton)ち, TUCにたいして協力の姿勢を示し,

TUCとの協議機構を,労働党政府時代からほとんどそ

のまま引継いだ。こうしてTUCはいまやiいかなる政

府のもとにあろうとも,体制内に確乎とした地位を保証

されるにいたったのである38)。だが同時にそれは, TUC

が「福祉国家」体制にふさわしい組織にむかって一層の

自己改造を強いられることをも意味したOこうして,政

府の所得政策への対応の問題とTUC ′の組織の自己改造

の問題とが, 1951-64年の保守党政権下におけるTUC

の主要問題となった.戦前,戦後に熱心にと.、りくんでき

た国有化問題については　TUC総協議会はもはや熱意

を示さなくなっていた1952年のTUC大会は,総協議

会にたいして新しい国有化のた吟の産業リスト作成を要

求した決議を採択したが,この決議にもとづいて作成さ

れた総協議会の報告書は,水道の国有化を要求しただけ

にすぎなかった.このような状況のもとで翌53年には,

保守党政府は鉄鋼国有化解除法を成立させることができ

たのである。以下本項では,政府の所得政策への対応の

問題とTUCの組織問題とに論点をしぼって,その問題

点を略述しよう。

保守党政府の所得政策にたいするTUCの態度は一般

に非協力的であった。その主要因は,保守党政府の所得

政策への支持が組合間に深刻な意見の対立を生むことを,

総協議会がおそれたからであった。保守党政府成立後ま

もなく大蔵大臣バトラー(R.A.Buttler)は,貸金上昇が

生産性上昇を越冬るべきではないという見解を示して,

TUC側の同意を祷ようとしたが,給協議会の経済委員会

は,労働党政府の所得政策への支持が大会で批判された

38) Lovell and Roberts [20], p. 162,参照。
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直後だけに,これに反対せざるをえなかった1957年に

設置された「物価・生産性・所得協議会」が,その最初の報

告書で,インフレの主要因をdemandpullにあるとみて,

失業率を多少引上げる可能性もあるが,適切な財政・金

融政策により,急速な賃金上昇をチェックしうると主張

したときも　TUCは,それを完全雇用と労働者の生活に

たいする攻撃として批判し,以後この「物価・生産性・

所得協議会」にたいする協力を拒香した。この協議会は,

その最終報告において,インフレ・スパイラノレの決定的

要因としてdemandpullからcostpushにその力点を

移し,ガイディング・ライト(guidinglight),所得計画

の必要性を強調した1961年には政府は,国際収支の

危機に直面し,公務員にたいする賃金凍結(pay pause)

を始めた。同年のTUC大会は激しくこれを批判し,翌62

年初頭には公務員諸組合が抗議行動を組織した。同年3

月31日をもって賃金凍結は中止された。しかし政府は,

賃金凍結を中止する前に, 『所得政策』 (Incomes Policy:

The Next Step)という白書を発表し,賃金上昇の規準を

示した。政府はすでにTUCにたいして,同年の賃金は

2S%′という「ガイディング・ライト」を越えてはなら

ないと,指示していたが,実際にはそれは無視された。

だがTUC側も貸金政策を検討する必要性は認めてい

た。 62年のTUC大会は,総協議会が全国的規模での貸

金政策を作成することを要求した。翌63年のTUC大

会への報告書において総協議会は,なんらかの賃金抑制

が必要であることは認めたが,しかしそのための具体吋

措置を実際にとろうとはしなかった。

政府にたいするTUCのこのような非協力的態度は労

働組合にたいする世論の批判を高めることにもなった。

戦後イギリス経済の停滞が長びくにつれ,その主要因を

組合運動にありとみる低論が高まり,とくに1955年の

非近代的な組合構造に端を発する非公認ストの増大が組

合運動にたいする批判を高めた。同年3月の新聞印刷所

のスト, 5月の鉄道スト,8月の沖仲仕のストはいずれも,

組合間の調整がうまくつかなかったことがスト発生の一

要因をなしていた。こうしてTUC総協議会は長年とり

くんできた組合構造改革問題にあらためて真剣にとりく

まざるをえなくなった195S年のTUC大会において総

協議会は,争議がストに発展する以前に総協議会が争議

に介入する権限をもつことが望ましいと提言して,大会

の承認を得た。稔協議会は,すでに1952年大会-の報

告書において政治スト反対の立場を明確にしていたが,

加盟組合への争議介入権はこの政治スト規制のた糾こも

必要とされたのであった。だが,組合構造を産業組合主

義の立場から根本的に改革するという問題は,いぜんと

して実際的でないという理由で回避されたので,組合間

の縄張り争いの基本的解決はみられず,あらたに得られ

た総協議会の争議介入権も労働損失日数の増加を阻止し

えなかった。とくに50年代後半にはストが頻発したが,

総協議会はそれらを阻止するための有効な方策をもたな

かった。 50年代後半のTCU大会も概して低調に終った。

57年大会ではブロック投票さえ行なわれず,58年大会で

も論争らしい論争がみられなかった0 58年末から総協議

会は, TUC第7位の大組合で戦時中から共産主義者が

執行部を握るようになった電気労働組合の内部対立問題

の解決にのりだしたO　しかし共産主義者の勢力を排除し

えなかったので,総協議会は, 1961年のTUC大会で,

組合役員の不正選挙などの非民主的な組合運営を理由と

して電気労組のTUC除名を提案し,大会の承認を得た

(翌62年,非共産主義者からなる新執行部が成立した後,

TUCへの再加入が承認された)。 1962年のTUC大会は,

「いまやイギリス労働組合がその構造を現代の諸条件に

通合させてしかるべきである」とする決議を採択し,総協

議会に組合構造調査の権限を付与した(TUC [29], 1962,

>.481)。だが組合構造にかんする総協議会報告は1927

年と44年の総協議会報告と同じように, 「組合構造の抜

本的変革は実践的ではない」として,産業組合主義を否

定した。このため,組合構造変革の基本的問題はいぜん

として未解決のまま残された。だがショップ・スチュア

-ドの問題にかんしては,職場段階での交渉の重要性が

高まってきたので,総協議会は,彼らの活動を無視しえ

なくなっていた。総協議会は, 「組合のすべての他の代

表と同じく,スチュアードは組合のルーノレに従うもので

あり,組合の詔目的によ・り拘束をうける・ものである」と

主張し, 63年にはイギリス雇用者連盟と共同声明を発表

し,組合によるスチュア-ド訓練の必要性を強調した39)。

TUC自身も組合役員教育に組織的にとりくんだが40)

それにもかかわらず,ショップ・スチュア-ドと非公認

ストの問題はその後ますます重大化していったのである。

3.労働党政権下のTUC

保守党政権期と同様に1964-70年の労働党政権下

のTUCが直面した基本的問題もまた所得政策-の対応

39) Birch, [3],p. 145.

40) TUCによる組合役員教育は, 1929年のサマー・

スクール開設に始まるが,戦後とくに強化され, 45年に

トレーニング・コースが,57年にトレーニング・カレッ

ジが開設され, 62年には,通信教育や地域での教育を含

む本格的な教育サービスが開始された。
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の問題と組合構造改革の問題であった。 64年10月の総

選挙の結果成立した労働党政府は12月に　TUCと雇用

者代表とともに「生産性,物価および所得にかんする計

画についての共同声明」を発表したD　この共同声明で,

政府は,労使の協議を基礎とする国民経済計画の達成と

いう方向を示したが, TUCもイギリス産業連盟も,政府

と同じ見地に立って,所得政策への協力に同意した。政

府は,ただちに物価・所得庁の設置をはじめとして所得

政策実施のための機構整備をいそいだ1965年4月に

TUC総協議会が招集した組合執行部会議は　665万票

対181万票で,政府の所得政策にたいする支持を決議し

たOそれにもかかわらず,貸金上昇は規準とされた3.5

%をかなり早くこえてしまった。 65年9月のTUC大会

で,総協議会は,加盟組合の賃金要求の妥当性を審査す

る極限を求めて,承認されたので,翌10月ただちに所

得政策委員会を設置した。この委員会はその後9ヶ月間

に約600の賃金要求を審査したが,賃金上昇の規準をこ

える要求をも含めてそのほとんどを認めた0 65年央か

ら66年央の1年間に約8%の賃金上昇がみられた。ポン

ド危機の再発に直面した政府は, 66年7月, 「物価およ

び所得法」を成立させ, 66年末までの物価と所得の凍結

を決定した。同年9月のTUC大会では,この賃金凍結

に反対する動議が提出され,約400万票の支持を得たが,

少差で否決された。同年11月,総協議会は声明を発表

し,つぎのような提案をした。すなわち,総協議会は,

毎年末に経済報告書を発表し,次年の経済予測をなし,

賃金上昇の規準を定める。報告書の作成過程では,政府

とイギリス産業連盟と協議し,作成後は組合執行部会議

の承認を得るo　こうして定められた規準をもとにして総

協議会は,加盟組合の賃金要求を審査する-とOこの

総協議会提案は,翌67年3月の組合執行部会議で承認

された。

一方,政府は, 67年8月に,物価と所得の凍結をさら

に7ヶ月間延長することを決定した。同年9月のTUC

大会は,これに反対し,政府の所得政策を支持する動議を

否決し,物価および所得法は有害だとする決議を採択し

た。同大会はさらに, rue書記のウッドコック(G.

Woodcock)の強い反対にもかかわらず,団体交渉にた

いする政府の干渉を拒否すると主張する決議を採択した。

同大会の直後,ロンドン港湾労働者の非公認ストが始ま

った。ポンド危機の激化の結果,政府はついに同年11

月, 14.3%のポンド切下げを決定したのである。

TUC総協議会は,上述のTUC独自の所得政策を実

施するために, 68年2月の組合執行部会議に総協議会
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が作成した経済報告書を提出し,非常にゆるやかな賃金

抑制を要求し,小差で承認された。しかし,強い反対が

あったた糾こ,総協議会独自の所得政策の効果的な実施

は期待されえなかったO同年3月,政府は,賃金抑制措

置を含むデフレ政策を発表し,同年5月に物価および所

得法が下院で可決された。これにたいして9月に開かれ

たTUC大会は,政府の所得政策への協力拒否を決定し

た。翌10月の労働党大会もまた,政府にたいする所得

政策撤回要求を可決した1969年のTUC大会は,物価

および所得法の再発動を否認し,ここについに労働党政

府の所得政策はその最終的挫折をみたのである。

一方,組合構造改革の問題もいぜんとして基本的な進

展をみなかった1965年,労働党政府は,労使関係の

制度がどの程度の変更を必要としているかという問題を

解明するた糾こ「労働組合と雇用者団体にかんする王立

委員会」 (ドノヴァン委員会)を設置した　TUCからは

議長と軍記とがこの委員会に参加した。この委員会は,

労働組合運動の社会的適合性を検討するという点では,

1世紀前にTUC成立の契機をなした1867-69年の「労

働組合とその他の組織にかんる王立委員会」と同じ意義

をもつものであったが,後者が産業資本主義段階におけ

る労働組合運動の社会的適合性を問題としたのにたいし

て,前者は帝国主義段階におけるそれを問題とするもの

であったという点で,両者には決定的な相違がみられた。

ドノヴァン委員会がとくに重要視した問題は　Laissez-

faire collectivismとも呼ばれる労使の自主的な団体交

渉による貸金決定制度であった。福祉政策,完全雇用政

策,経済成長政策,とくに貸金決定機構への国家介入を

意味する貸金抑制政策の有効な実施という観点からすれ

ば,この団体交渉による賃金決定制度の適合性の問題は

いずれ根本的に検討されざるをえないものであった。

この委員会への証言でTUCは,ストライキ権を強制

的なスト投票や冷却期間等の法的規制で制限しようとす

る構想に反対し,従来どおりの自由な団体交渉権を強く

主張した。 68年に発表されたドノヴァン報告は種々の

点から組合構造を検討しているが,本稿の問題視角から

してとくに看過されてならない問題は,職場交渉の中央

交渉機構からの分離という問題であるO職場レヴェルの

交渉の重要性が増大したこととショップ・スチュアード

が組織する非公認ストの原発とが,.この問題の背景をな

していた。ドノヴァン報告によれば,イギリスの労働組

合の常任役員の総数3,000にたいしてショップ・スチュ

ア-ドの総数は175,000であり,組合の組織するストラ

イキの件数が年々減少傾向にあるのに反し,非公認スト
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の件数が,スト総数の95%(1964-66年。この3年間の

労働損失日数の年間平均値は公認ストによるもの約73

万日にたいして非公認ストによるもの約170万日)にも

およんでいる41)。

この報告をうけた政府は,翌69年1月,非公認スト

を規制するた糾こスト規制法案を提出したO　これにたい

してTUCは同年6月に49年ぶりの臨時大会を開き,

この法案に強く反対した。結局,総協議会は, TUC側

の責任で非公認ストを規制するという約束で政府に同法

案をとり下げさせたが,総協議会としても名案があるわ

けではなかった。総協議会による非公認ストの規制は成

功せず,結局, 70年に成立した保守党政権が,翌71年

に,非公認スト規制を主目的とする労使関係法を強引に

成立させ,争議権にたいする国家介入を一段と強化する

ことになったのである41)。

4.小括

福祉政策と完全雇用政策が「福祉国家」の基本政策と

して確立された戦後イギリスにおいては,賃金抑制政策

の問題が賃金をめぐる階級間争の最大の争点をなすよう

になった。完全雇用と経済成長を目的とする戦後イギリ

ス国家の経済政策は,貸金抑制政策にたいするTUCの

協力をますます必要としていった。だがTUC指導部の

国家への協力にもかかわらず,賃金抑制政策への一般労

働者の反応はかならずLも協力的とは言えなかったO　と

くに51年の保守党政権成立後は事態が悪化した。第2図

が示すように,争議による労働損失日数はすこしづつ増

加しはじめ, 55年以降には激しい動揺がみられるように

なった。64年に成立した労働党政権もそれを阻止しえな

かった。とくに,賃金抑制政策にかんする政府とTUC

とのコンセンサスが崩壊した67年以降,労働損失目数

は急激に増加しはじめた。 70年に成立した保守党政府は,

翌71年に労使関係法を成立させ,非公認ストの法的規

制に成功した。しかし,保守党政府が貸金抑制政策にか

んしてTUCの協力を得ることは,労働党政府の場合よ

りも一層困難である.資本主義国家による賃労働の包摂

過程,あるいは「帝国主義による労働の大がかりな社会

化」は,いまや賃金抑制政策問題において一つの大きな

壁にぶつかっていると言えよう。

戦中・戦後における「帝国主義による労働の大がかり

な社会化」は,国家による質労働の包摂過程を著しく進

行させ,戦後確立された「福祉国家」体制は従来の労働

41) Royal Commission on Trade Unions and

Employers'Associations 1965-1968, Report, 1968, pp.

26,97.

組合の共済機能の大部分をその内部に包摂してしまった。

国家はさらにすすんで,貸金抑制政策を提起することに

よって労使の団体交渉による自主的な賃金決定機構-の

国家干渉を開始した。独占による価格決定権の増大に伴

って,独占は労働力価格の決定権をも自己のものにしよ

うとしたが,貸金抑制政策は,このような意味において,

価格形成のレッセ・フェ-ル期から国家独占資本主義期

への移行を,労働力価格形成の面において示すものであ

ったと言えよう。しかしながら,独占による賃金決定権

にとっては,団体交渉によって貸金を決定しようとする

労働組合の自主的な貸金決定機能が最大の阻止要因をな

している。国家は,労働組合側の協力を得ないかぎり,

賃金抑制政策を有効に実施することができない。資本主

義国家による賃労働包摂過程の重要な陸路がここに存す

る。

前述のように,戦後イギリスにおいては,労働党政府

も保守党政府も,貸金抑制政策の問題において大きな壁

にぶつかってしまった。国家がこの壁をどう乗り越えよ

うとするのか,またTUCがそれにどう対応しようとす

るのか, TUCと国家との関連の歴史における現代の最大

の問題点がここに存すると言えよう。

こ宮沢賢治-一橋大学経済研究所】
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